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義
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上

ょ

&
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^
福

澤

重
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明解的學科のし鐘自立獨'

:

離
る
、
に
從
つ
て
愈
く
秀
づ
る
は
#'
人
の
精
神
で
あ
る
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.近
來
、

3
福
櫸
に
還
れ」

と
の
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ぴ
が
敗
て
敎
-#
#
のみ
、
と
ず

ft
に
高
.き
感
あ
、る
は
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阈
權
皇
：張
の
福
澤
精
神
の
永
久
に 

新
鮮
に
し
て
常
に
敎
へ
ら
る
、
處
あ
る
が
故
な
び
と
い
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け
れ
ば
龙
ら
ぬ
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も
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先
坐
の
：7-
]歡
乂
自
尊
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に
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す
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き
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な
い
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ザ
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锒
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部
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植
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甯
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引
例
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烈
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福
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ハ
夙
に
江
戶
時
代
以
來
の
功
尊
女
埤
の
随
智
打
硪
の
た
め
に
筆
に
ロ
に
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て 土
の

暫 地 ,

s 取
本 ,

1 得

高

村

平

.、
中
他
歐
羅
巴
.の
^
都
®

、
,'
少
く
と
も
ぞ
の
.初
'期
に
お
い
.て
‘は
ノ
地
'方
の
：̂
落
'と
あ
ま
り
差
異
が
な
か
づ
た
o
そ
れ
は
市
壁
内
に
耕 

地
-が
あ
づ
た
奴
、
' 

■
胃
上
に
威
や
鷄
等
妙
放
置
、さ
ル
て
ゐ
.た
^
し
食
事
實
：̂
ら
し
'
.てい
ひ
：•得
る
‘ば
，か
り
で
\は
发
い
。
多
く
の
.都
市
の
住
民

の
大
絮
は
農
民
よ
り
成
つ
て
.ゐ
だ
し
パ
又
.夙
に
す
ぐ
れ
^

商

業

的

，
地

位

を

_

立
し
た
や
ぅ
な
都
市
’に
あ
0 <
て
も
、
' そ
の
市
風
-
-
商

は̂
、」

或
及
直
接
或
は
間
接
に
農
雾
生
產
^
關
興
し
，て
ゐ
だ
0
'で
^
1
0
'
市
‘民
が
各
良
そ
の
食
料
自
給
を
圖
る
'
'こ
と
は
、
都 

.市
の
.種
類
を
問
は
ず
又
個
々
の
市
民
の
)«
業
如
何
に
拘
ら
ヰ
バ
中
世
都
布」

般
広
ゼ
い
て
必
要
と
さ
'れ
•た
と
ど
ろ
，で
あ
つ
たo

と
の
*
 

味
か
ら
し
て
'
名
初
I
市
と
村
落
^
の
間
に
は
著
し
い
相
違
が
な
か
'つ
た
^
い
ふ
-の
で
あ
l
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こ

ひ
市
民
の
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料
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要
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市
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耍
.̂
課
題
た
ら
，し
め
允
の
で
あ
<>
た
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’卽
%
都
‘市
戍
そ
.の
，'周
亂

の

，
一

帶

=の
農
手
牧
地
*堪
地
*林
地
*河
”
湖
沿
等
を〔

該
都 

市
の
廣
1
の
取
域
と
し
て
'獲
得
ず
る
こ
ど
1 -
屁
た
6>
-
‘な
か
ク
た
ノ
2

&
落

或

：

t
L
s
t
a
d
l
r
l
c

の
I形
成
で
，あ
.る
c

m
こ
、
に
は
市 

埒
の
共
同
地
妨
設
记
さ
，れ
る
こ
と
も
あ
り
、
.
Xそ
の
土
地
を
都
市
固
體
が
希
望
替
に
開
■
せ
し
め
た
h
貸
付
け
'た
b
す
る
場
合
も
あ
つ 

た
。
こ
.
れ
を
市
M
に
賣
却
し
た
事
例
も
尠
な
く
‘な
い
o
> 

•
こ
の
#
市
！
f局
の
®
ガ
と
並
ん
、で
個
ヤ
の
市
民
も
巧
右
'の
境
域
内
に
或
は 

，そ
.
加̂
ら
遙
か
離
れ
た
.他
領
內
に
知
い
て
、
，.土
地
雨
氟
權
、な
ゥ
所
矿
»
な
.り
釔
取
得
し
た
;°
勿
論
市
民
の
不
動
商
獲
得
は
、
都
市
圃
體 

‘の
行
か
ふ
と
で
ろ
と
饵
に
$

し
，も
直
接
關
«
す
る
も
の
で
は
.な
い
o
然
し
食
料
供
給
源
の
確
保
と
い
ふ
こ
と
が
そ
め
動
機
と
な
つ
て 

•ゐ
る
限
^
*
彼
等
の
私
經
濟
的
な
行
動
も
、
こ
れ
‘を
都
)|
/
當
局
の
-公
經
濟
，的
配
.
と
等
置
す
る
こ
，と
が
川
來
る
0
の
み
な
ら
飞
こ
れ 

等
個
.々
の
市
域
€
*土
地
に
，對
す
る
權
利
獲
得
は
、
姊
に
そ
、れ
が
境
域
外
に
お
い
て
行
な
は
れ
た
場
合
に
は
、
結
局
該
都
市
の
勢
力
範
圍
. 

'を
擴
大
す
る
こ
と
に
も
な
る
の
で
あ
る
か
ら
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こ

の

^
都
市
當
局
か
.意
圖
士
並
：び
添
ふ
；も
の
で
あ
つ
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と
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ふ
こ
と
が
出
来
る
の
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市
の
境
域
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し
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使
用
す
る
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‘

と
い
ふ
の
ゆ
、
諸
都
.市
は
そ
の
四
周
の
'土
地
を
境
域
と
し
'
*こ
れ
に
，.對
す
る
領
有
樺
や
.裁
判
權
を
•獲
得
す
る
だ
；̂
で
は
滿
足
せ
ず
、
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あ
ら
ば
そ
の
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配
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域
の
擴
大
を
策
し
た
か
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で
あ
今
都
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が
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t
l
d
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成
す
^
た
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に
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に
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亥
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す
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こ
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め
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比
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に
前
fa
め
如
き
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調
達
と
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ふ
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要
に
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み
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つ
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に
い
へ
ば
、
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は
村
落
と
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っ
-て
、
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工
業
を
生
業
と
す
;̂
.住
民
の
瞥
な
装
浓
で
あ
る
。
市
民
が
.實
際
に
農
耕
勞
働
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た
づ
さ 

は
ら
ぅ
と
L

畜
仓
飼
養
し
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と
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そ
れ
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農
業
生
_
は
都
市
を
特
徵
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忖
る
も
の
で
は
な
い
。
都
市
は
手
工
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產
と
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品
賣 

買
と
の
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肿
で
あ
^
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從
っ
て
と
.の
突
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生
活
の
保
全
は
、、
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市
當
局
客
に
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つ
て
夢
赓
に
も
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が
'せ
に
し
得
な
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つ
た
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し
か
も
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知
•の
如
く
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中
世
都
市
の
就
興
期
.に
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商
業
ぞ
交
*
の
:̂
H

'
す
翁
％
の
隊
齋
が
か
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た
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道
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惡
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要
具
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幼
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障
f

別
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士
め
横
衍
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獨
力
者
；の
行
便
す
る
讓
物
農
權
、
多
觀
_ 

の
税
關s

存
往
等
々
の
社
會
的
阻
碍
が
齡
1
く
な
か
つ
‘た
の
‘で
あ
る
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こ〉
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帮

#'
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$
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挖

防

|
同
盟
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結
成
レ
'て
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抗
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た
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畴
め
领
邦
諸
侯
と
防
證
條
約
を
紙
殺
レ
て
'&;
.叫
''
^
備
，-へ
る
こ
と
>
あ
；つ
た
9
然
し
.亡
れ
等
.の
‘結
合
は
、
，そ
の
殆
ん
ど
す
.ベ
て
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，永
續
的
效
果
を
齎
ら
し
.て
ゐ
釔
い
0
.都
市
相
7/
:の
共
|
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行
動
又
^
領
内
和
平
の
盟
約
に
も
称
ら
ず
、
市
民
そ
し
て
商
人
は
依
然
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出
‘現
，に
惱
ま
さ
机
た2
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事
實
善
意
の
諸
侯
す
t
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こ
の
狼
藉
全
防
贼
し
得
ぬ
と
と
が
屢.

l
e
v

た
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る
琪
情
の
下
>
!
#い
て
、
^
市
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慕

行

爲

0
.
1つ
と
し
て
、
そ
の
領
域
摘
，大
敗
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を
-

V

Iと
を
必
要
と
し
た
の
で
あ
今 

1
ら
く
そ
れ
は
、
都
市Q'

支
配
領
域
內
S

村
落
に
、
宗
敎
團
體
な
ゎ
市
民
な
りQ

所

有

款

含

た

場

合

、*
，こ
れ
が
或
る
程
度
交
® 

,の
>

金
に
資
す
る
こ
と
を
經
驗
わ
.た
.と
て
ろ
に
出
づ
.る
.の
で
あ
ら
ぅ
.,
0
し
か
も
^_

の
當
の
都
带
の
支
配
地
が
農
業
地
帶
fc-

設
记
さ
れ
る 

な

ち

ば

、
，
前

記

、
の

如

、

>
食
料
供
給
源
.と
し
1
m耍
な
意
義
ト
持
ろ
^
と
‘に
な
-る
し
ぃ
齋
し
そ
，れ
が
商
業
路
に
接
し
た
地
點
に
唆
,1
!
シ
I 

る
な
ら
ば
；
そ
れ
は
單
に
：交
通g

碍
t
排
除
す
る
.と
い
ふ
だ
け
で
な
，ぐ
、
同
時
K
部
市
の
生
命
た
，る
’商
業
の
免
達
に
，も
役
立
ひ
こ
ん
に 

I

。
と
、
.に
都
裏
局
者
め
服
.は
そ
.の
領
域
の
摘
，大
气
そ
し

’て
特
に
重
耍
商
業
路
，に
沿
つ
だ
：土
‘地
の
獲
得
に
注
が
れ
ざ
る
|
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か
つ
た
。
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:
，願
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遂
げ
得
る
竽
段
宏
ジ
：气

そ

れ

赢

市

'
驾

で

市

民

‘の
有
す
.為
幣

で

1

。
•し
か
も
當
時 

封
連
權
ヵ
者
は
"

I

配
に
、
•
爭
の
瀕#

城
騁
そ
^
他
の
_
持
”

1

畓
の
向
上
等
匕
ょ
つ
て
»*
\
ど
の
-貨
幣
;

得
女
渴
仰
し
て
ゐ 

;

た
の
で
あ
つ
釔
％

こ
、
に
都
'市
へ
は
；そ

の

翁

な

澹

ゐ

行

街

ょ

皆

、
要
，

綦

l

-

f®
に
圆
滑
に
讓
し
た
の
で
な

如
ク
t
に
し
て
も
一
^
ず
.る
こ
と
が
出
來
た
の
で
私
る
？ 

'

、
■;
- 

' 

’ン

' 

• 

’
■ 

/ 

,

、
、
’ 

，
'
:
- 

交
通
の
安
务
保
障
す
る
た
め
の
•據
義
宛
は
、
同
時
に
軍
察
的
意
前
を
も
持
.̂
冲
濺
市
が
一
ら
，の
獨
泣
レ
た
經
濟
體
で
あ
る
一 

e
け
で
I
ぐ
'-1 

ぃ箇
灯
軍
事
的
填
位
で
む
あ
つ
ぎ
と
は
籮
友
要
し
な
い
。
都
市
成
泣
期
に
お
け
る一

舷
都
政
情&

不
安
定
諸
侯 

I

I
馨

、
•、こ
の
•諸
侯w

W

市
、と
'の
對
立
，等
が
‘情
勢
か
卞
忘
い

‘て
は
、
都
市
ば
そ
の
ぎ
老
f

ず

^
翁

•が
あ
つ
た
。
周
S
 

黑

她

e

f

tの
市
域
を
I

’する
こ
と
，は
、
こ
め
軍
事
的
要
求
に
應
ず
る
た
裏
も
ゎ
セ
I

っ
た
の
.で
'あ
る
。
又
例
へ
.ば
都
市
の 

3

r

rさ

て

、
他
#
が

そ

の

-他
軍
事
s

_

s
造
す
る
.こ
ど
_

f'
る
^
共
に
、
岈
存
の
读
等
を
豐
し
得
る
權
利 

を > 

亂

麦

ょ

I
氛
ら
得
た
り
'、
都
市
ザ
迆
ん
で
そ
,(
0
近
接
地
域
に
新
た
に
村
落
.を
課
觉
し
た
り
し
灰
の
ゅ
、
都
市
の
軍
事
的
ー
文
全 

■霉
と
い
ー
ふ
意
_
を

持

つ

客

1
1、5

タ
し
か
ネ
瓦
等
は
、
軋
にr

ぎ
の
境
域
が
根
在
す
る
と
い
ふ
こ
‘と
を
前
提
と
し
て
、
始
め 

て
^
-̂
^
ら
义
义
は
實
行
ぜ
ら
れ
得
る
と
こ
^
で
’あ
る
。
そ
れ
'た
け
わ
こ
の
軍
事
的
意
義
の
上
か
k
し
て
も
都
市
<^
領
域
癖
人
は
必

鬣
さ
れ
た
の
で
-あ
つ
.た
。

.

、

'

.

•

/ 

‘
'

. 

<濟
的
勢
力
ぐ

’る
i

時
に
軍
事
的
勢
办
.で「

も
ぎ
つ
た
中
#
,都
市
が
、
.音
や
意
蘼
售
時
化
伸
淹
し
て
行
つ
衣
經
過
は
、
そ
の 

喼
域
說
定
と
擴
充
•と
の
’政
策
？

ち
に
故
も
判
然
と
示
さ
れ
て
ゐ
る
。
但
し
そ
•れ
が
都
市
の
政
策
士
て
、
’都
市
當
局
者
に
ょ
つ
て
意 

識
的
に
實
霞

|

れ
.る
ま
1

%
該
都
市
‘の
成
立
後
か
す
の
時
ぼ
を
經
て
智
？

’4

あ
つ
气
何
と
な
れ
ば
、
そ
の
.た
め 

H

は
都
市
め
統
治
機
翻
が一

應
な
1

も
殲
傭
さ
机
て
ゐ
な
妙
れ
！§
な』
な
如
っ
1

.、

.容

S

必
_
的
她
點
？k
得

め

鬼

{&
.

都
齋
體
が
或
る
，程
度
S

達
を
遂b

て
•，都
市
常
威
に
象
又
は
寬
に
な
ぶ
、
抑
當Q

餘
ガ
が
•出
來
S

&

か
で
f

鯊

ふ
 

き

衾

つ

た

t

で
I

-
線
t
v
:い
へ
ば
、
都
市
領
域
蟥
充
を&

指
し
I

J
 

S
策
は
、
，都
市
隆
盛
期
5

い
て
見
ら
れ
基 

:
柄

で

あ

つ

た

。

そ

の

填

創

期

に

：
^

、

縱

令

，

部
の
首
腦
者
の
間
に
と
れ
を
意
圖
す
ズ
者
が
-れ
ク
だ
と
し
て
も
、
寶
行
の
た
め
_の
手
說
が 

十
分
.で
&'
い
以
上
、
こ
れ
を
貫
徹
'す
る

こ

と

は

出

來

な

か

つ

た

。

'

;•
バ
，

.

,
 

f
、
 

： 

o

然
1
な
が
ら
;>
都
市
成
立
期
に
.お
い
で
'̂

こ
；、の
種
の
配
慮
を
'全
，ぐ
缺
、い
.て
ゐ
'た
の
で
杜
な
い
。
都
市
の
，四

周

にF
e
l
d
l
r
k
,

又
は 

sta

vit
m
a
r
k

を
說
定
す
る
と
と
忪
、’都
市
創
藤
の
頃
か
ら
旣
に
圖
ら
ル
た
こ
•と
で
あ
つ
で
、
そ
，れ
.は
’後
年
に
革
り
都
、市
領
域
廣
充
こ
進 

む
，鄉
礎
と
な
る
も
の
1
あ
つ
た
,0

X
.
0
S
局
と
，し
て
y

nに
尊
食
す
る
*こ
と
が
川
來
な
い
事
^

あ̂
つ
た
場
合
|

例
へ
ば
貿
易
の 

大
中
必
地
た
る
べ
ぎ
目
的
を
I似
て

：
建

，
設
$
‘れ
々
都
市
に
あ
つ
.■て

，はr

先
：'つ
’以
て
そ
の
常
の
H
的
完
遂
に
傾
從
ぜ
ざ
る
を
得
な
か
つ
た 

-T ：~

で
^'
こ
'̂
-
に
代
.つ
て
そ
1
足
ら
ざ
~る
を
^
%'
ふ
態
カ
も
の
が
あ
，.つ
た
.0
■，そ
れ
-̂
餅
.々
，の
’市
民
に
•ょ
つ
て
行
な
'は

-̂
た
土
他
に
^
丨 

す
ぶ
權
利
取
得
セ
办
る
e
素
J
り
：̂

と
て
も
そ
'

g,

土
地
.を
完
全
；所
有
す
る
に
ば
、
相
腐
の
資
九
•を
備
へ
て
ゐ
な
忖
れ
ば
な
ら
なC

か 

ら
' 
當
初
は
所
有
權
を
獲
得
す
.
qま
，で
に
は
蒼
ら
ず
し
て
用
益
澎
の
設
定
に
止
ま
る
も
灯
が
參
か
ク
た
。
又
彼
等
を
じ
て
こ
の
•行
I
 

出
で
し
め
た
の
は
、
4足
料
自
命
な
り
そ
の
他
<0
,經
濟
的
阡
的
に
ょ
系
も
の
\
か
と
‘は
限
^
灰
、
死
後
の
其
福
を
郝
り
‘靈
魂
の
救
濟
を
求 

む
み
と
'い
づ
f
宗
敎
的
動
機
に
ょ
を
も
の
パ
が
尠
咖
く
、な
か
つ
■た〈

從
つ
，て
そ
の
±
地
は
、
0
^
の
：領
域
形
成
，に
好
適
の
場
所
で
あ
る
と 

,

は
限
ら
な
か
づ
た
ス
の
-み
龙
ら
‘
^

そ̂
れ
が
紙
令
彼
等
に
ょ
つ
て
完
^
ポ
有
岑
机
た
場
合
で
も
、、
即
配
に
又
は
概
ら
く
後
'に
は
、
宗
敎
’ 

'圃
體
に
寄
進
さ
れ
て
ア
ふ
ご
と
I
多
か
つ
た
の >

 
あ
る
。
？ 

'.
■

/

、：
-
'

 

.
 

~

徂
4
市
民
ぃ
の
土
地
に
對
す
1
權
利
取
'得
の
佥
部
が
こ
れ
為
，の
’で
は
な
い
0 

Iそ
の
櫸
利
以
設
，贫

'§
爪
'た
學
所
が
、
^
る
#
定
の
場
所
-、
 

に
to
冲
ざ
れ
て
ゐ
.な
もp

各
地
•ぬ
散
亦
し
、て
ゐ
，た
と
じ
-で
'

,1
'そ
れ
，は
务
し
で
象
市
領
樣
の
夢
成
，に
と
つ
て
#
緣
ゆ
も

の
‘で
.は
な
か
ら
.
‘

-

!

.

1

1

1

.

2

1

^
 

,
'

‘

.

.

,

;;
;

;'
;「

.

f
 

' 

d

v
•

ぐ



'

'市
域
設
每
$
说
の
±-
地
取
：得

、

,
 

六

' 

cli±
o 

,

. 

た
。
.そ
れ
は
、
報
市
の
晚
衆
實
現
の
た
め
，の
礎
お
と
な
る
べ
1
役
割
を
持
つ
も
の
.
.で
あ
<0
,た
0
從
つ
て
こ
の
，市
民
の
行
動
ば
、
自
體
宗 

敎
的
^T

は
税
經
濟
的
の
も
^
で
、あ
つ
て
も
、
，結
局
都
市
當
局
の
意
釅
す
る
政
.‘策
的
日
的
を
充
’す
ヒ
ど
に
尨
石
も
の
で
あ
つ
た
。
単
に
都 

>

市
當
局
が
爲
さ
ん
士
し
.て
爲
^

な̂
か
つ
た
空
，隙
を
滿
し
た
か
ら
で
は
な
い
Q
都
市
當
局
の
企
關
を
代
行
ゴ
，る
こ
と
.に

ょ

つ

て

、
■

>•¥
.
創 

•
期
に
お
吁
る
都
市
の
'負
擒
じ
、以てそ

.(
0
隆
漱
期
杧
至
_る
や」

意
.領
域
擴
充
政
策
に
激
進
し
#
*
る
や
ぅ
餘
カ
を
蓄
へ
し
め
る
と
と 

で
な
つ
^
如
ら
で
あ
，，る
。
m
し
歡
等
市
兒
が
，、
個
々
に
土
地
に
對
す
る
，權
利
を
設」

v=
す
る
時
に
際
し
て
a
と
の
終
局
^
:成

果

を#'
識

し

.

.

マ

..
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.
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.
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'
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.

.

..

て
行
，動
し
て
ね
.た
の
で
は
か
か
-つ
た
？

, 

'
. 

,

•
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.

.
,

い
.
.
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.
 

.
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七

、

 

,

'
.
#稿
に
お
け
る
‘謹

.は
一
.
.
1
つ
o
'そ
の
' 1.

つ
.は

.'
'
孤
市
成
立
期
に
お
け
る
廣
韻
の
市
域
形
成
過
、程
を
北
獨
逸
の
？

a*
ベ
ッ
ク
市
に
つ
い 

七
衡
觀
t
る
ヒ
と
> 
第〕

一
は
、，
同
市
.の
市
民
階
^
が
b

0勝
域
，に
隣
接
す
る
他
領
'

C

メ
グ
レ
ン
ブ
ル
■ク
侯
，領
、
ホ
ル
；ン
タ
イ\

伯
領
、
 

ラ
ゥ
工
ン
ブ
ル
グ
が
ち 

'内
に
_お
い
<
如
何
.な
る
程
度
の
土
她
所
得
を
行
な
づ
た
か
%-
實
證
す
_る
こ
と
で
あ
る
0
前
者
.に
お
い
て
は
一
'

一
五
八
¥

の
ハ
'
ィ
ン
リ
ッ
ヒ
公
の
下
に
'お
け
る
同
市
新
魏
設
以
後
、

1

ニ
五O

年
ホ
ル
'
シ
ク
、■ィ
V
•伯
か
ら
ド
•
ロ
ォ
ゲ
ン
フ
3

- r
ゥ.

H

ル
 

ク
村
を
#

收
t

rc
以
て
そ
の
境
域
設
定
を
、一
應
売
了
す
る
に
至
る
ま
で
ひ
.約
百
年
間
を
對
象
と
し
、
後
乾
に
#
い
て
は 

一
二
三
一
1

1
 

.

H
四O

年
，‘の
約一

i

紀
を
取
敗
ふ
。
後
者
の
上
限
を一 

M

三
.一

年
忙
ン
下
限
を
ニ
ニ
四
0

年
に
置
い
た
の
は
、
ニ
は
後
述
•す
る
如
く
資 

料
の
'關
係
か
ら
、
，他
は
ヒ
の
第
十
四
世
紀
_四
十
萍
代
を
以
て
同
市
臂
賂(

市
會〕

は
領
域
獲
#-
•
擴
充
の
評
養
的
行
動
贫
開
始
す
る
に
至 

,

つ
て
を
丨
、
こ
の
.四
十
¥

代
.が
一
、組
期
を
な
'し
て
ゐ
る
か
ら
•で
あ
る
Q

前
账
に
お
い
て
.概
說
し
た
，や
ぅ
に
、
都
市
の
領
域
P

®
遛
に
つ 

い
で
考
察
す
る
場
合
に
は
、
単
に
境
域
設
宠
と
そ
の
間
に
お
け
•る
市
民
.の
土
地
所
得
.と
を
と
り
あ
げ
る
だ
け
で
、な
く
、
更
•に
進
ん
で
都
. 

,
.市
當
_局
於
他
領
«

の
特
楚
地
.點
ぢ
同
指
し
て
そ
め
突
配
額
域
の
擴
充
を
割
货
し
> 
■

ご

机
.に
相
德
ザ
る
如
べ
芯
市
與
，も
.亦
吐
地
脉
得
ゎ
教

力
を
談
她
^

に
’集
^

す
る
に
至
’る
猫
過
^

で
も
對
象
- ^
せ
ね
ば
な
ら
な
い
わ
^

あ

る

が

、

本

稿

に

お

い

て

;^
ご

办

前

半

の

竭

程

を

述

べ
 

る

に

止

め

、
ざ

る

を

得

'な

い

。

そ

れ

は

、

•
後

半

部

分

，
と

な

3

べ
き
リ
.ユ
べ
.；ッ
ク
市
會
の
政
策
的
行
動
ば
と
に
か
く
と
し
て
、；

三
四
o

半 

以
後
の
市
货
の
士
地
所
得
，に
つ
い
て
、の
資
料
を
盤
观
す
る
±,
,で
.に
至Q

で
が
か
^

^
ら
で
あ
る
|0
>
_
れ
等
ば
い
づ
れ
後
に
識
表
十
る
機 

會
を
得-

る

，
こ

と

に

し
{
い
。

\
 

• 

, 

.

.

. 
’ 

:

.

•;
.

\

,

.と
こ
ろ
で
、，
リ
ユ
ベ
ッ
，夂
は
第
士
一 
世
紀
中
葉
ザ
ク
セ
ジ
公
■ハ
イ
メ
1
ッ
ヒ
'
テ
グ
/*
.ヤ
エ
ガ
，
と
西
部
獅
逸
の
大
商
人
と
の
な
力
に 

ょ
つ
ズ
、
ト
ス
ァ
.フ
ヱ
河
と
ヮ
ァ
ケ
ム
ッ
ツ
河
と
に
挾
史
れ
た
ブ
ク
ゥ
島
上
に
建
設
さ
れ
、
ホ
ル
シ
ク
‘イ
シ
^

か̂
ら
切
.

o

離
さ
れ
て 

ザ
ク
セ
ン
<公
賓

樹

の

都

，
市

4
な
0
た
パ
一
髓
，こ
§.咏
同
市
は
、
ブ
ク
ゥ
鳥
の
^
側
に
境
域
と
稱
せ
ら
，る
べ
き
.も
の

を# '
し

た

れ

あ

ら
 

ぅ
か
。
'他
ゆ
場
所
で
旣
に
述
べ
た
や
，ぅ
に
'、
.こ
の」

一
五
八
年
.の
建
設
®:
-
.地
は
、
ホ
-ル
シ
タ
イ
、ン
伯
の
下
に
おi

て
建
設a

一
四11 :

$
、 

さ
れ
た
、
の
.ょ
り
は
稍
.之
北
方
に
寄
つ
て
ゐ
た
が(

1)

、
然
し
そ
れ
が
廣
か
•，ら
ぬ
ブ
ク
ウ
島
内
に
お
い
て
で
あ
つ
だ
こ
；と
は
變
り
比
な 

そ
し
て
デ
ッ
ト
マ
ァ
‘ル
の
7

t

<ッ
，ク
年
代
乾」

*(
0
一
 
.一
 
五
八
怎
項
に
ょ
れ
ば
、

「

'ハ
イ
ン
リ
ッ
，ヒ
公
は
ァ
ァ
X

フ
伯
が
共 

に
讓
渡
せ
る
く

备

&

を

都
市〔

，
リ

ユ
べ
ッ
グ〕

に
'*
へ
£

と
い
ふ(

2
、

•こ
のFreiheit.

の
.意
味
は(

3〕

同

じ
¥-
代

記

づ
 
一

ニ

、 

r
H
l
-
の
項
と
對
册
し
て
^

^
、.特
捕
の
麻
せ
ら
れ
た
或
る
土
地
を
-市
民
‘に
與
へ
^
と
解
す
ぺ
ぐ〜

又
そ
の
轉
權
と
は
用
益
權
と
攀
-さ 

如
る
か
ら
、
從
つ
ズ
こ
の
場
合
は
市
以
の
共
同
地
と
し
て
或
，る
土
地
、が
賦
與
さ
ル
た
と
考
へ
ら
K
る
。
そ
の
土
地
の
在
り
場
所
は
明
示 

さ
れ
て
ゐ
な
>
が
、
ア
ァ
ド
> 
フ
伯
時
代
以
來
の
，も

の

と

い

ふ

か

ら

に

ば

、：

フ

ク
か
島
内
で
は
な
ぐ
、島
外
.の
戒
石
場
所
と
.見
て
ょ
い
。

こ
の
問
題
は
I

ァ
ド
ル
フ
，似
時
代
の
狀
應
を
閬
明
，す
る
や
'ぅ
な
资
料
‘が

- #
す
れ
ば
^

易
.に
解
欢
さ
れ(

る
わ
げ
で
軋
る
。
然
し
.と
れ
に
關 

•
,;
-
'し
た
資
料
7!
/
.至
解
說
は
.、
，少
な
く
と
も
私
の
知
る
範
圍
で
は
存
し
^ .
^

0 

, 

' 

.

.

從
つ

-て
灿

建

當

時

の

&
情

は

布

の

加

ぐ

*確
言

；し
妈
^

い

が

7
島

外

の

或

る

地

/域

が

市

民

；
の

生
.計
.介

が

め

に

境

域

と

し

て

與

へ

ら

れ

、
•て 

' 

,'1
I
J域

龀

宛 

v
ll
/
2
rの
■.土

地

取.得
.
'
:
:
:
'
'
'
.
.

:
.
:
.
:

■
.

、
_ 

:

K

V

,

1

へ

"
：

、:

-七
• 

”、
o
一
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へ
命
域
敦
窆
市
民
の
土
地
取
得 

' 

へ

'■
>

: 

/
- 

' 

V

八
、

人
”一
七
八)

*

ゐ
た
ヒ
と
だ
^.
は
い
0
"て
よ
い
-
0
-
そ
し
て
五
年
後
^
ニ
六
三
年
に
至
れ
ば
"
，そ
の
場
所
ば
稍
< を
明
瞭
に
な
る
。
哪
ち
，こ
の
苹
に
o
い 

て
の
記
錄
忙
よ
れ
ば
、
，ぞ
れ
は
规
大
氣
、

鄭
市
に
接
，す
る
す
べ
て
-の
«
(0
5,
ち
ゴ
ヶ
#-
を
除
い
'亿
外
ゅ
、

€
ハ
て
の
附
旧
地
を
權
利 

と
啤
に
、C
イ
ン
リ
ッ
匕
公
,̂
3
ら
>同
市
に
賦
规
さ
.れ
^

’の
せ

あ

、
つ
，
，た

C
S 

%上〜

K;
>そ
の
地
名
を
揭
げ
，る
必
要
：

4

な
v>
で
1̂
ら

总

 ̂

上
t
要
す
る
に
j
同
市
罾
翅
設
時
及
び
そ
の
痕
後
に
>
都
亦
領
主
か
<ら
同
取
に
接
す
.る
車
方
.の
’か
な
り
廣
>
土
地
^
市
有
地
と
し
て 

與
へ
ら
れ
、
.，そ
れ
れ
市
民
に
よ
^
て.Feldmark

と
し
て
利
甩
さ
fc
’た
'の
>

‘あ
つ
た
o
-
-
こ
の
r
と
は
、
-
^
市
が
西
歐
と
東
北
歐
と
を
連 

絡
厂
る
蜇
要
商
業
中
心
地
-た
各
べ
く
し
¥
建
設
さ
れ
'、
從
つ
て
同
市
は
質
易
を
以
•て
そ
の
生
命
と
十
る
も
の
で
あ
つ
-た
に
も
拘
ら
ず
、
 

尙
市
民
の
{3
:
常
钜
活
の
た
か
に
は
徵
業
に
多
大
の
闕
心
5:
*
寄
せ
，ざ
る
-を
得
,̂
か
久
た
と
<と
1
物
斷
る
>0
;前
-|
?
に
_述
べ
'た
や
ぅ
に
商
業
都 

市
疋
，お
い
て
も

、
少
ぐ
と
ノ
も
そ

の
ノ
初
期
に
お
い
で
は
^
民
の
«
杯

供
- »
源
と
，し
て
境
域
の
設
定
が
»
敷
な
意
味
を
持
つ
た
の
で
あ
つ
た
。

こ
の
後
約
四
半
世
の
間
に
リ
、
ベ
ッ
ク
は
、
ハ
イ
ン
リ
ッ
ヒ
ノ
公
の
手
厚
い
保
，護
と
市
民
の
逵
ま
し
い
努
丸
上
に
よ
つ
て
*
北
獨
猶
め 

重
要
な
首
業
中
心
地
^
な
ひ
た
。
然
る
にC
结
時
.の
獨
逸
■に
お
;̂
る
，
政

情

！

^i

女
は
、
皇
帝
フ
リ
ィ
十
リ
.ッ
ヒ
一
世
と
ハ
イ
ン
リ

，
ヒ
公
と
' 

の
間
の
確
執
、
そ
，し
て
戰
采
と
美
®
化
レ
ズ
行
り
た
'
’遂
'に1

一

八

‘
‘
一

年

九

爿

'
帝̂
«
は

リ
*
ベ
ッ
ク
入
域
し
、
ハ
‘イ
ン
グ
ッ
ビ
公 

は
遠
く
英
蘭
に
亡
命
し
^
。
こ
，〉

に
同
而
は
公
‘の
令

を

離

れ

，
て

皇

席

の

，
吏

配

.下
に
人
ー
り
、

kOJ
n
i
g
u
c
g*
'
. 

S
t
a
d
t

と
な
*つ
た
の
で
あ 

る
®

^
こ
の
支
配
者
の
.交
代
に
よ
つ
て
同
市
の
，境
域
に
は
何
等
か
の
，變
化
免
坐
じ
た
で
|
'ら
ぅ
か
*
再
び
デ
ッ
ト
■マ
ァ
.ル
の
苹
代
記 

に
よ
れ
尤
、「

一
r

八
'.
年
皇
帝
ば
市
妈
に
從
前
八
イ
シ
，‘リ
ッ
ヒ
炎
が
賦
與
し
た
す
，へ
セ
，の
名
廣
あ
る
^
3̂
&
と
權
利
と
を
保
持
す
る 

と
と
^i

許
し
た
i
c
7

)

o
即

ちFeldmark.

に
對
す
る
，同
市
の
穡
利
は
從
來
と
键
更
裊
く
こ
‘れ
を
領
有
し
得
る
こ
と
を
、
皇
帝
に
よ 

ク
て
も
亦
認
め
ら
れ
た
の
で
、あ
0
.た
。

‘ 

•
• 

_ 

• ;
'■

然
し
な
'が
.̂

ハ
イ
ン
リ
，ッV

公の保れた後

.の
リ
*
ベッ
ク

'に
は
、
.鱗
徵

領

,#
諸
侯
の
‘食
指
が
伸
び
て
行
<>
た
の
で
あ
る
。

そ
の
.マ
は
亦
ル
シ
タ
イ
ジ
伯
で
あ
办
ノ
他
は
ラ
，
ツ
ま
ブ
ル
ク
■倚
で
あ
っ
た
外
前
歡
は
I《

イ
シ
9

'ヒ
八
ム
が
.孤
人
た
り
，し
リ
^
ベ

y

ク

rf
f
の
祖
稅
を
皇
帝
と
兩
分
す
.る
こ
と
户
な
づ
た
の
を
機
と
し
て
、
公
の
後
織
^,
と
'自
任
し
.
>嘗
て
公
が
行
な
っ
た
如
く
、
バ
‘
外
ト
海
~ 

-
の
.出
.ロ
に
當
る
、ト
ラ
ァ
，フ
dt
多

ユ
ン
デ
に
お
い
ズ
リ
t
へ 

'ゾク
市
?出
入
：の
'、商
货
^
£
&被
幻
徵
す
る
に
至
つ
た
。
又
後
^
は
、
' リ
rt
ベ 

ッ
ク
市
<D
./:
s
&
t
s
a
r
k

，
ね
境
典
と
.用

益

橄

と

を

侵

密

，
し

た

C8-
4

こ
れ
等
に
對
'し
て
リ
>
べ
ッ
ク
市
は
*
讖
し
た
が
容
れ
ら
る
べ
く 

i
 
く
、
紛
娇
は
續
い
た
。
遂
，に
八
八
苹
皇
帘
は
調
停
#
ん
し
て
ヒ
れ
に
裁
斷
ど
下
し
、
同
時
•に
;̂

ユX

ッ
.ク
舴
の
享
有
す
る
諸
特
權 

を
叫
乐
し
た
#
權
狀
を
'
.市
に
ア
附
し
た
の
で
あ
つ
た
。
先
づ
ト
.、ラ
.ァ
フ
エ
，fn
r
‘口
の
税
關
に
っ
い
ヤ
は
ぃ
L
し
ベ
,ッ
グ

r1
T
は
ホ
ル
シ
タ 

イ
ン
~伯
に
鈒
三
百
‘マ
ァ
ク
を
支
拂
ひ
'
以
て
.そ
れ
を
撤
去
せ
じ
め
.る
‘ご
と
が
出
來
た
9

¥
次
杧
こ
の
謂
ゆ
る
バ
ル
バa

,

•ッ
ザ
特
權
狀 

に
、「

ラ
ッ
ツh

オ
ル
タ
，伯
.ベ
ル
，
ン
、ハ

ル
丸
が
&?
氣
し
た
後
に
我
於
市
风
贮
與
，へ、石
と
’&
:?
>
の
1
の
、

」

と
し
-て
、
叉
マ
ア
ァ
ド
ル
フ
‘伯
が 

好
意
&
不
し
て
同
様
に
斷
念
し
た
と
と
，に
ょ
る
.も
'の」

_と
ル
て
010
vy
、

p

’̂；ハ
ッ
ク
市
民
把
確
認
咨
れ
た
境
域
と
そ
の
用
^
彌
と
.に
っ 

い
て
は
、
前
記
ニ 
<

ー
 
部
の
皇
帝
認
許
文
#.
が
殘
:#
し
.で
ゐ
兔
い
今
，B
と
れ
と
比
較
す
ベ
、べ
も
な
い
.が
、’
そ
れ
以
前
’

g,

人
イ
ン
リ
ッ
' 

,ヒ
.公
時
代
の
も
の
ょ
，り
は
摘
.大
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
-た
と
W
ひ
得
る
。
佴
し
こ
,̂

は
単
に
！

t

市
.に

敗

す

る

皐

帝

，
の

恩

»
に

策

^

て

も

の 

で

は
-な
いt

ラ
f
yノ
ズ

，
•
ル

タ

伯

に

對
、し

で

は

不

也

で
^
る

が

、'ホ
ル
シ
タ
イ
ン
#
に
徵
し
で
‘は
亂
記
、三
茛
マ
> 
ク
の

外

に

、
-
そ

の

領
 

内
に
お
け
务
用
益
權
獲
得
カ
代
傲
と
'む
て
^

1
へ
‘ッ
ク
'
.市
は
|
5
^
1
ー
百
マ
ァ
ク
を
提
化
し
た
'の
で
あ
，っ
だ(

11
-

^

,

と
-の
パ
-ル7

ハ
ロ
ッ
サ
漱
權
狀
^
,つ
い
_て
は
.»
ぞ
の
眞
勝
が
問
題
と
な
^
嘗
て
種
次
議
論
さ
れ
た
へ
そ
‘の
^
縱
に
っ
い
て
は
增
田
四
郞 

が
說
か
れ
た
と
こ
*̂
に
，譲

I
が
CL2
ハ
耍
す
•る
に
今
日
'で
，は
、'\
現
ぽ
す
る
文
書
ル 
一1
1八
八
年
貧
，時
の
.原
本
で
^
な

ぐ

、

一
二
一
一 

五

；
年

に0 

'ベ
ッ
ダ
に
'お
い
て
.改
竄
さ
れ
た
も
の
；で
あ
'る
こ
.と
が
參
認
ギ
れ
て
ゐ
る
'
0然
じ
£

¥

そ̂
，、れ
社
特
權
狀
金
部
に
1:
っ
て
行 

な
は
外
た
の
で
は
^
.い
0
1.
,
!*
リ
ツ
；ヒ
敎
廣
に
忿
れ
ば
|
7改
，货
の
原
!@
は
、
'都
|

主

(5
0
-̂

人

<0
:
系
涉
に
對
じ
，で
都
市
の
旣
有
特
權
を 

し
ノ」

^
.市
^

窀̂
ミ
市
馮
の
土
祂
取
得
ノ
'
、
 

, 

, 

*
-
s
.
'
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b

t七
丸y
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域
設
记
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沛
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土

地

取

，
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ニ
八
〇) 

保
金
せ
ん
と
す
も
配
，慮
上
胬
カ
と
-に
存
'し
声
0

」

歡
つ
そ
ハ「

勢
亦
傲
主
の
役
人
表
？
，關
係
に
觸
れ
ぬ
徵
所
.の
‘規
定

ち

す

■ベ
‘て
と
，れ
を 

金
く
信
憑
し
义
そ
作
匕
以
て
一一

八
<
年
の
も
の
，と
’推
定
し
#'
る
の
^
か
る
.
.
K13)

。
'即
、ち
こ
の
特
權
狀
を
V
都
布
領
主
の
權
限
、
更
に

.
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源
‘の
問
題
に
關
し
て
利
.用
ず
る
こ
.と
‘は
愼4

ま

ね

ば

な

ら

‘
な

い

於

、
"そ

れ

：
に

掲

げ

.
ら

れ

た

リ

ユ
ベ
、

ク
市
の
用
益
境
域
に
つ 

い
て
の
•諸
特
撕
•
證

定

.は
ノ0

れ
を一

1
八
八
年
當
時
の
狀
、韻
を
.示
し
，た
も
の
と
し
て
採
用
す
る
.と
$
が
出
來
る
の
.で
あ
.
%

皇
帝
に
ょ
，づ
て
^

^
ざ
れ
た
-同

||
/
の

CO
'̂
S-
I

M

と̂
は
*
東
方
は
，シ
テ
尤
ベ
，
一
一
ッ
''
'
/河
双
.伙
ー
ス
ァ
デ
ガ
ス
ト
河
に
€
;る
.間
、
m-
方 

-

は
.ラ
'ッ
ツ
ズ
ブ
ル
,̂
、
. メ
.土
ル
ン
に
蚕
る
シ
テ 

> ク
二
ッ
•ツ
地
帶
、
m:
方
は
オ
ル
デ
沁
口)

に
至
る
，ト
ラ
ァ
'フ
エ
河
®

用
务
々
ニ
哩
の

.
v
:
-v
::-
'
s'.
;
'-v
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-
>
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i
地
で
あ
<2
)
,た
？
前
ニ
哿
のf

境
域
；2
:に
ゝ
お
い
て
リ
ユ
ベ
ッ
グ
，市
の
金
佳
民
は
.、
そ
の
身
分
^
高
下
を
問
ば
ず
誰
_人

に

も

あ

れ

'
、

通

路
 

及
び
通
路
に
非
ざ
を
陽
所
2
淀

aigiis 〕、

軿
地
と
荒
她
ノ
自
然
の
河
川
と
-
<エ
^
池
、
林
地
と
牧
地
を
利
麻
し
得」

' た
し〔

又
I 

ラ
プ
フ
尤
阐
诗
に
'お
い

て

は

、「

伐
採
地
雄
び
に
'採
取

地

.
、
.
.
放

牧

地

の

用
’益
を
有
し」

た(

14)

'

こ
^;
外
に
.は
、
ト
ラ
^
ブ
，
M
に
お
け 

る
瓶
撈
權
、
1

1

ッ
ク
市
m
北
.方
の
，諸
森
林
の
用
猛
權
Vf

ル

^
ク
ィ
ン
‘伯
贤
阱
に
お
^:
石
放
收
權
が
明
示
さ
4
->
|
:
奶

ぬ

特

別

れ

賦
 

•與
t

以
て
、c

身
分
の)

高
下
如
何
に
枸
ら
，ず
如
何
叙
る
者
も
、
■上
記
油
市〔

リ
ユ
ベ
，ッ

4〕

W
地
域
の
内
^

に
お
け
，る
建
造
物
又
は
要
衆
. 

に
ょ
つ
て
、
都
市
を
^
は
す
が
如
き
<は
こ
れ
を
許
さ
で
る
ヒ
^
'̂
觉
む
|0
而
し
て
誰
人
'|
^
で
も
、
谢
市
の
项
域
を
何
等
か
の
方
法
を
以 

て
水
陸
孰
れ
に
f
ょS

鎖
せ
ん
と
す
る
時
は
、
股
等「
>

■;
•
-■ベ
ッ
•ク
市
民〕

ば
我
が
權
威
を
以
て
こ
れ
を
破
毀
し
、
そ
の
#
域
'を
自
山
な 

ら
し
む
べ
レ」

と
の
特
權
が
與
へ
ら
れ
た
の
で
あ
る
?5〕

0 

、

' 

;

.

• 

- 

■

.

,
ヒ

猶
！！

ぼ
す
惧
れ
あ
る
建
造
物
を
撤
去
し
得
‘る
權
利
は
、

.

リ
ラ
、、へ
ッ
ク
布
の
安
金
保
障
の
手」

段
と
し
て
茜 

だ
迸
要
な
も
の
で
あ
，つ
か
^
そ
れ
は
敵
性
嘴
が
ヒ
ね
建
媸
物
に
據
，つ
て
同
市
を
鹏
迪
，r'
る
•こ
と
'を
防
ぐ
と
共
に
、
逆
に
同
市
が
そ
の
周 

圍
に
防
備
の
だ
め
’の
‘亂
提
を
設
け
耨
る
と
い
ふ
軍
事
的
意
味
を
特
ち
、
又
商
業
交
通
の
安
全
女
圔
办
鄉
.る
と
ぃ
ふ
經
濟
的
窟
味
を
1
廣

む
。
め
み
な
ら
ず
こ
の
_撤
去
權
を
有
す
る
こ
と
に
ょ
つ
<
、
該
境
域
に
對
す
.る
領
有
は
賓
を
備
へ
た
む
の
:̂
な
る
。
こ
れ
各
つ
て
都
市 

’のF
e
l
a
m
p
r
k

は
始
め
て
實
質
购
な
内
容
を
持
つ
の
也
あ
つ
だ
？
こ
の
意
味
に
お
.い
.

V

バ
ル
バ
ロ
.ッ
、サ
特
權
狀
は
、
.リ(

ベ
ッ
ク
の
境 

域
設
定
上ST

た
重
要
な
‘意
義
を
有
し
た
と
い
は
'ね
ば
な
ら
於
い
。
し
か
も
ヒ
れ
に
.加
ふ

.̂
に
同
牿
權
狀
ル
リ

1
ベ
ッ
ク
-I
t
T民
が
そ
の 

Stadtmark

を
-«
'
え
他
領
内
に
お
レ
て
、
.
§

•伐
採
•放
牧
の
權
利
を——

，一

免
;̂
制
限
-の
.下
に
お
い
て
で
は
あ
つ
た
於
1

享
有
す 

べ
き
こ
と
を
定
め
炎
も
の
で
あ
.つ
た
0
,こ
れ
に
つ
い
て
は
次
節
に
述
べ
る
が
、
都
市
と
昏
村
と
の
經
濟
的
交
流
の
必
要
を
明
示
し
た
も 

の
と
し
て
把
え
る
こ
と
が
川
來
る
の
で
、あ
る
。' 
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概
狀
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ベ
ッ
.ク
■市
は
そ
の
將
.來
の
.發
展
の
た
め
の
載
：礎
を
得
だ
の
で
あ
つ
た
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東
西
兩
歐
間
の
貿
晶
^

と
つ
て
肝
要
ぶ
ト
ラ
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'フ.
ヱ
河
ロ
に
お
け
る
妨
害
物
は
取
り
餘
か
れ
た
し
、
そ
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の

領

有
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確
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れ
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ば
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り
ー
で
尨
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’
他
領
汽
に
も
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の
日
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の
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叱
に
必
骒
ん
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利
が
設
定
さ
れ
た
ゐ
で
あ
る
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こ
の
後
し
ぱ
ら
く
の
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に
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同
市
の
支
配
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め
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ぐ
る
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く
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し
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。
即
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早
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二
八
八
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は
、
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蘭
か
b
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阈
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た
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ゾ
リ

ッ
ヒ
公
に
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つ
て
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市
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支
配
權
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奪
還
さ
れ
た
し
、
次
い
で
九
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年
公
が
#
び
敗
退
し
た
後
は
、
，同
市
は
名
目
於
げ
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尊
：帝
都
市
に
な
つ
た
。
、
そ
れ
は
同
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市
の
，諸
收
入
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擧
げV

ホ
ル
シ
■タ
ィ
ン
伯
の
手
中
に
歸
し
、
，た
.̂
領
有
高
樯
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み
.が
皇
帘
m.
儷
し
た
か
ら
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‘
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る
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續
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观
亂
忙
乘
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カ
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バ
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南
岸
一
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す
る
や
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は
丁
抹
王
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^
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下
に
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. 

か
れ
たC

l
1
T
Q

一
 
屯
^
そ
の
後
ニ
十
餘
¥.
間
ノ
丁
抹
勢
カ
於
獨
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北
境
か
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は
丁
抹
都
布
と
し
て
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在
し
た
の
ヤ
；あ
つ
た
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，然
し
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が
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の
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轉
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す
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配
者
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驗
し
な
が
、ら
も
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ユ
べ
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域
に
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洛
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化
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か
つ
た
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受
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總
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茁
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榮
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定
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翁
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ĉlcere unde lapdb 

U
J
Q
3
fl
>
.

gelege

i3-bouwe. 

unde'

,

r 

ゾ
 

•
 

,

>

"

•

' 

丨
• 
•

<!
•

*

 

，
 
«

-

 

"

.

.
,
.
,
、'
亦
域
-設
梵
^
市
-̂
.の
±-
地
'̂

得
.
' 

/ 

■ 

I 
ノ 

.ぐ

'

/

/
' 

パ
-""llljv- 

.

2-
A-
3



'
W
M
r
f
u
j
a
l 

f 

: 

t
 
,
今：
、
>
.
>
、
”

.
/
.
f.

ィ
 

i>>
/
,
_
-
.
‘
. 

> 

‘
，
；
‘ 

. 
： 

：
.
，
^
•
•
1 

.
,
*
.
，
：
.
、
、
、

 

• 

< 

. 

\. . , 

,
:
/
*
‘ 

I 

s
l
 ̂

. 

: 
f 
.
 

!
*
:
-
■•
 

r 

r 

. 

.、..■
.、

 

. 

I
.\.がグ 

*
: ..

、

.：
 

. 

'
.
一

ノ
 

：.
水紙設
'免{
市说队
±.

地取.得
,

.;
' 

' 

>

._
 ;

1
睞

-
•
•
- 

. 

... 

.

.

.

.

.

. 

:
.

_■
..
•-.
,
.
，
.. 
..-，

 

. 

: 

.
-
-
. 

-;•••.• 

.. 

. 

.
 

-
.
.
.
.
.
-

.

.

..一..-. 

-. 

.
%

•'
. 

.. 

、
.

•:
- 

.
-
• 

.... 

-
-
.
.

.'
-
:
.
: 

.

.

.
-
:
- 

.

.

.

.
■ぐ、

.

.

. 

J 

-

ft
j
u
e
* 

,Ysral>

n>iestorpo

c
p
a
n>
卜
 elid^IVov

ゆ

f d
c

^
o)
An>dofpe. tlnde., dcr 

l
a
p
t 

I
l

of
rn>
t n̂

yt 

cu
^^
s
t
^
H
d
b
e
k
e
^

 (Detmar, Nr- 68 

s
,

l

^

2

0

o

' 

.

「
5')

訪(
4

,

)

び̂ 
„
0
. 

w
.

 PauH,. L

ciDeck^dle Zustlbde 

z
p

Alifa

VJg

PIesr-14. Ja,-XI!underts，
LiibecK. 

100
^
,
.

r 

'
*
,
•/
一
 

» 

' 

«

‘
C
6

〕

•
-
J
O
K

」Kr̂
tasohmar; L

ctbeck als

'̂eidhsstadt 」

zr-
d
* 

Ver.' t Liib. G. B* 23'C1926VS. .1-1 .

'
•

,
•
. 

l/-.:v.'y..•-'
.
.
• 
■:.:-l-..
 

.

.

.
,
■.
.
.
.
.

‘
•:

-
 
. 

. 

; 

.

.

.

.

.

.

. 

.

.

.

.

. 

.

. 

.

.

.

.

.
、

'
.

••
,
.
.
、

.

.

. 

t. 
.ニ
.
：
.
. 

. 

.
'
ノ

 

■ 

- ,.
.•
,
. 

'-. 
v
-
.
'
-
v
.

ぐ
.
.
.
.
.
、
.

.

.

.-•....

.. 
k

c 

• 

V
. 

,
r 

,
.

、
：,
,
.
|.
ぐ
..
'
.

. 

.

.

.

.

. 

-
. 

. 

•
•
:
•
•
. 

.

.

. 

.

.

.

: .
.
. 
...
 

V 

-.-
? 

s. 
.
.
.
.
,
，

〔 

ぐ•

..'
■
•
'.
•

•

(

s
v
I
j
^
:

:§
,
r
> 

N
r
.
110

•‘ 

S: 38. 

メ

.
 

■ 

•
 

V 

rbo)〕

^
s-
H
6wi
B,
a
n
n
,

 GesAiclite-der freien upd H
a
J

ぼ 
stJa
'
d
t

 Liibeck， .Bd.】

• Liibecw. 1889*-'S. 2S—9,

.ゾ
、.ハ
',X

 

t 

•

.
•;
.

.4
,/.r
 

- 

: 

: 

- 

- 

. 

J

*®
-

^
;:
v
3の，税關に
.關ずる紛鞔と戣決と，にづ

.
いては，特糊狀！
1
'何等關說されてゐないが、ホブ、マ

y.

氏はァ
r

,

 ̂

V
V へ/
’，
し

、

J
 

,'

*

*J

» 

’ 

t

l-
a
v、 

- 

*

.

の
記
事
に
ょ
つ
て
そ
の
經
過
を
述
べ
ら
れ
て
ゐ
る
。
.
E
b
e
n
cv
'
a
.
, 

S, 29
，

,\tyhA,ベ•ム
ホ
，
：

/ 

,
 

’ . 

ノ
 

-

1 

' 

、ヽ

> 

.

-

X
:10
T

0
1 八
、
5

aBeme. rechte 
す

S. 

I
s
.
,

ル
'ド
の「

ス
！フ，ヴ

C11)i 

(

12
0

•

哼

(

13
'〕

’ 

14)

'

B〕

crkundenbudh .der'stadt Lub̂
9k
，-Tl'l ，' 2

r. 

7, 

s
,(c
.
、

- 

‘ . 

.

.•

.•/

)

.:;
:ハ(

-.
';.
家
-

.

一
 
；
,;
-.,
.'ぺ'ゾバへ：:-
;
.-:
:
'
.
.
.'
.■-■
,:-
:
.
;
':
N
.
.
-:
-
‘'r
:
--•
:,.-•.

へ：，*}■
'■;
.■;
.
'-v
'
.,,
v
::•
.
'
.
.
.
.
.

Otto Gppemaim, untersualungea zur Gesdhichte des‘„deutsdxen Biirgertums 

u
u
d 

der Reichspolitik voraelimlich 

l
w

Ĵ
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第
十
コ【

世
細
4

を̂
队
て
載
定
、文
終
つ
た
*̂

ユ

べ

，
ッ

ク

市

の

境

域

|̂
お
，い
、て
、
同
市
，民
が
享
有
し
た
用
益
ば
如
何
な
る
、も
の
で
あ
つ 

た
ら
ぅ
か
\
贼
述
の
如
く1

ニ
ニ
六
竿
の
、特
勝
狀
に
は
、
そ
れ
は
皇
帝
パ
ル
バ
ロ
ッ
サ
時
代
に
お
'：̂
る
が
如
く
た
る
べ
き
も
の
と
宛
め 

-ら
れ
て
ゐ
る
，o
終
^
に
バ
ル
バ
ロ
ッ
：’サ
特
權
狀
に
は
、'舭

領

，
内

に

、
お

け

る

用

益

權

"に
ク
い
.て
は
»

/

體̂
的
に
示
.さ
れ
て
ゐ
る
が
-
境 

.
域
内
の
そ
れ
に
.つ
い
て
は
何
等
揭
げ
ら
れ
て
.ゐ
が
い
.
o然
し
他
に
據
ふ
べ
含
も
.の
の
'な
h
以
上
、:'
バ
ル
；
ハa

ッ
サ
特
權
狀
に
、記
敗
さ
れ 

た
特
觉
佣
益
權
と
醮
も
、F

e
W
m
a
r
k

に
-お
け
る
抓
用
方
法
を
窺
ふ
•緣

於

と

な

，
る

で

I

b

y.0
'
- 
,
 

、
 

r 

先づ同特權狀
はに

^
VC
-
て
3、「

市
民
及
び
漁
民
は
、
ア
ァ
ド
'ル
フ
伯
の
養
^
場

(septa). 、

を

除

き

：
、

上

記

オ

ル

--
ス

ロ

ェ

村 

:
,よ
^
:海
^
茧
る
‘す
べ
で
の
澉
肿
湖
谓
に
-お
い
て
、
' ハ
ィ
ン
リ
‘ッ
ヒ
八
ム
の
時
代
に
憤
，は
し
と
せ
、る
が
如
く
に
漁
樹
す
名
と
と
を
得」

と
八 

ふ
。
ご
れ
、に
'よ
れ
ば
、
} 

tへ
ッ
夂
市
掛
は
ザ
ク
セ
シ
公
の
都
市
で
あ
つ
た
時
か
ら
ト
ラ
ァ
フ
ヱ
河
で
^
樹
し
て
を
り
-
こ
の
舊
W
が 

皇
帝
文
書
忆
よ
，つ
て
確
認
さ
れ
‘だ
の
、で
あ
つ
た
>0
ど
こ
ろ
で
こ
の
‘時
留
保
さ
れ
た
ポ-

ル
シ
ク
ィ

ン
伯
の
養
魚
地
<
つ
い
て
、
パ
ウ
リ
敎 

' 

•授
は
、
そ
れ
が
こ
'-
^
か
ら
約
一
#

|半
後
即
ち
，一.
1ー；ニ
五
、
六
年
頃
に
，

は
；；；

•リ
t
へ
_ッ
>
市
民
.の
所
有
す
名
と
こ
5.
と
な
0
ズ
ゐ
た
と 

,
-

,い
は
れ
’て
，ゐ
る(

1
、

と
れ
に
類
す
-る
戈
の
'A：
,，し
て
、
同
市
の
^
側
を
流
れ
右
7
ァ
ケ
.严
ッ
ツ
ル
上
流
に
お
い
で
も
、
亂
雜
諸
侯
の
有 

' 

.
,

II
]城
設
宛
ミ
仳
吟
，の
+
:地
；艰

盼

■•
■
.
.
 

ノ

ノ

：
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ぃ
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取
，得 

ニ

.
 

- 

ノ

ン

,

’
,

-
1

六

,

し
た
«
數
が
タ
市
说
に
よ
つ
^
一
取
得
さ
れ
た
事
抓
が
#
し
一
と
这
馨
よ
り
も
約
五
ゼ
年
对
か
り

'前
の
文
とp

あ
つ
た
が
リ 

.
*
ベ
k

■ク
市
段
は
‘ザ
•タ
ヤ
ン
公
か
を
そ
の
養
魚
場
そ
ニ
准
八
十
マ
,r
ク
で
’買
入
れ
て
A
7>
c
a

〕

o
'こ
れ
#
は
、
後
述
す
を
，
民
の
土
地 

取
得
«'
爲
ど
_

»
也
じ
奴
てI

考
ず
べ
き
も
の
で
あ
ら
ぅ
9 

-

,

,

.

，次
に
‘バ
ル
；
ハ
«
ッ
ザ
，特
檄
狀
に
承
さ
れ
て
ゐ
K

は
，、
森
林
の
利
用
樺
で
.、t

、~
.日
く
.

「

市
民
•は
誰
人
た
り
と
も
、
ダ
ッ
ソ
ォ
、
ク 

，リ
ユ
，
ッ
、
，ブ
ロ
ォ
テ
<ン
の
諸
森
林
を
乱
益
し
§

も
の
と
す
。
從
つ
て
燃
料
に
必
要
と
し
：
诹
び
に
造
船
"
家
展
肩
築
"
そ
の
、他
都 

市
の
亂
造
物
^
要
す
る
木
材
を
、
こ
れ
雄
益
林
^
.に
‘お
，
い

て

伐

採

し

#
0
.但
し
倚
里
牢
に
じ
-て
役
立
“つ
船
舶
を
有
し〔

な
が
ら〕

、
必
要
. 

丨
な
く
し
y
r;
れ
を
寶
却
し
他C

の
，

S
S

〕

を
s
&
3'b
>

xは
他
他
の
、人
'々
に
販
賣
せ
‘
が̂
た
/め
に
.木
材
を
搬
^
す
る
如
き
都
計
を
_め
ぐ
ら 

す
べ
、か
ら
ず
免」

こ
、
に
特
記
さ
れ
た
三
简
所
は
、
.熟
れ
も
V
ユ
ベ
ッ
ク
加
ら
が
な
り
離
れ
た
東
北
方
に
あ
り
1
敵
市
のStadtmark 

叫
^
の
^

で̂
;̂
^
ハ
。
.̂
.bs
t.t

m
a
r
k
'

の
域
！

HT

に
も
味
地
は
あ
つ
た
。
そ
れ
は
豐
富
.

P

あ
つ
た
と
ハ
.ゥ
リ
货
授
は
種
々
考
證
さ 

•‘れてゐろこのリ

‘ユ
ベ
：ッ
ク
市
近
報
の
I
称
に
^
私
る
.用
益
汸
法
.に
つ
>
て
は
不
，明
で
あ
る
が
、
1そ
れ
は
右
の
特
權
狀
に
示
さ 

-れ
た
と
と
ろ
.と
，大
差
な
い
も
の
I

へ
て
よ
‘い
で
あ
ら
ぅ
。，
又
家
寄
殊
_に
，豚

の

.«
!
(料
と
し
て
«,
十
ぶ
な
の
實
が
用
が
ら
れ
，る
が
、
こ
の 

た
め
<0
.放
~收
ば
當
然
繩
市
に
诞
接
す
る
森
林
,̂
お
い
’て
5

^
は
れ
た
み
風
ね
ば
な
:̂
な
い
'
''

‘ 

■.

'

/

牧
畜
で
凋
し
<■
、
バ
' ル
.，バ

U
.
.
ッ
サ
.特
權
狀
の
<示
.ず

き

ろ

は

攻

.
の

如

<-
.-で
あ
る
。、「

市
民
は
そ
の
喊
及
.び
家
*
、
役
帝
を
T
.ァ
ド
ル 

フ
A

Q金
領
域
に
%/
い
て
放
牧
.し
得
。
诅
し
豚
^
び
家
畜
が
朝
出
發
し
て
‘そ
の
日
の
ぅ
ち
に
收
哋
よ
り
都
市
の
境
域
に
歸
り
得
る
rn
範 

，園
|

〕

ぺ
，レ
^
-
:匕
れ
龙
亦
，S

I
E
r
k

 

I费
た

他

'領
凡
に
者
る
放
攸
櫸
で
あ
る
.0
 

I

バ 
'ィ
ク
市
に
か
、
石
權
利
が
賦
與
さ 

れ
欠
の
±
、
同
市
^
*
.け
る
象
奇
の
領
數
が
參
か
つ
た
こ
と
を
意
味
す
る
と
い
つ
て
よ
い
。H

ッ
フ
ィ
ン
’ガ
ァ
氏
は
同
市
の
•初
期
の
狀

,態
を

警

-
v、
?

-
ぺ
プ
ク
ザ
は
大
部
-分
の

竟

，が
家
-畜
を
飼
養
玄

0
孓

篇

彖

•い
て
同
布
は
一
孩
の
冲
世
都
沛
と
舅
羞

か
つ
'た
9
で
：あ
.つ
て
、
；小
市
民
た
り
と
.も1

頭
の
^
牛
义
は
少
く
.V
iもj

頭
の
.
.山
羊
と
、
I
頭
の
.膝
を
所
有
し
て
ゐ
た
_
j 

‘
と
い〔

ひ
、
こ 

，■
れ
を
立
證
'す
る
'種
々
の
I
例
を1 

ダ̂
れ
て
ゐ
る
O
00-
’

/

'

,

:

市
民
の
家
^

養̂
办
目
的
，が
、
師
，乳
•
>
'ダ等
の
自
給
に
あ
る
'匕
，とii

tfllli

ぼ
'?
^S

，

こ
れ
と
並
v
t?
、
と
い
ふ
ょ
*)
,は
’、
こ 

、れ
以
上
^
市
持
の
食
料
自
給
上
极
本
的
溆
穀
物
の
饞
#-
は
如
何
1
る
方
途
‘に
ょ
ゴ
光
の
で
あ
ら
う
れ
。
都
市
-のFeldmark

■の
持
つ
最 

大
-の
刹
用
懷
値
ば
、
.と
；

Q;

狹
義
の
^
糜
物
撕
給
^
あ
つ
，た
と
.せ
ね

ば

な

ら

な

，
い

が

.、
、
然

し

耕
%'
の
柳
用
に
っ
、い
~
'て
は
バ
V
パa

ッ
サ
特 

權
狀
も
•亦
何
^

^PJ
,

ゐ
な
い
の
.で
あ
る
。
'そ
ル
は
當
時
尙
他
‘領
内
に
‘
y
-ユベ
，
ッ
ク
，市
の
耕
地
於
設
け
ら
れ
る
こ
'と
も
、な
く
、
從
づ
て 

こ
れ
.に
關
す
る
#

_
も
な
か
，つ
た
_か
ら
,̂
外
啟
ら
な
レ
.°
こ
.の
1嗔
の
同
市
^
し
て
は
、
' 伯tadtmark 

.内
の
旣
存
.の
#'
地
を
利
用
す
る
I 

h
v
>叉
は
也
域
内
'の
林

地

を

，
開
'|
|
す
る
な
り
し
て
、
そ
の
撕
^
賢
を
充
し
得
た
と
做
し
て
ょ
’い
で
‘あ
ら
ぅ
。
こ
の
第
十
ニ
-«
-紀
末
葉
. 

耕
地
の
諸
關
係
に
づ
VV
'
て
漱
は
t
ぶ
'ベ
き
^
;の
t
持
だ
^
い
が
?:〕

、

^
の
#,
お
以
衡
が
事
情
.に
つ
W
て
防
パ
ゥ
へ
リ
敎
授
の
矶
殳
に
ょ 

つ
ノ
て
と
れ
を
知
^
こ
と
が
出
來
る
。 

,

-
'

 

' 

'

、F
d
d
m
l
'
,

内
の
耕
地
は
' 
そ
の
'位
置
如
ら
’い〈

ば
こ
れ
'̂(

一〕

狹
篛
の
报
域
良
屬
す
る
耕
地
と
、(

ニ)

. 

F
e
l
-r
^
r
k、即
ち
廣
義
の 

布
域
A
の

諸

,#
落
が
耕
地
.̂
に
<刀
0'
ヒ
と
が
.出
來
、
更
に
>そ
の
所
贫
關
係
か
ら
い
へ
ば
、
へ
都
市
の
.所
.有
財
產
で
あ
る
^
の
と
個
人
所
有 

灯
知
の
>:
'
-
‘
に
區
別
ざ
れ
急
.0
經

營

'
形

態

か

ら

す

れ

ば

 

>
-市
有
た
る
;̂

私
有
.た
る
^
を
問
办
ず
，
.所
有
者
が
值
營
す
る
も
^
と
，
所
有
者

、
.
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'

.

' 

-

か
ら
貸
^
け
ら
れ
た
も
'の(

托
營)

と
が
あ
る
わ
け
で
あ
る
が
、
，9
，
ベ
ッ
-ク
>
!
#い
て
£
前
者
即
ち
都
市
團
體
が
直
接
經
營
す
石
こ
と 

は
な
く
：
そ
.の
所
有
地
^
す
べ
て
取
段
叉
は
村
^(Feltafk:

內
‘の)

办
農
民
に
，貸
#,
け
'̂
れ
て
ゐ
たo

又
私
有
の
場
合
：の
直
營
と
托 

.
罃
i
(6
.關
係
は
” 

§肯
肖

/̂
的
の
耕
雕
に
0.
;̂
^
は
、
'據
，る
ぺ
ぎ
資
料
^
觖
く
*
從
づ
て
こ
、
に
：
 ̂

(

ィ)

市
有
雄
で
.あ
つ
て
都
市
が 

希
辕
者
に
貸
付
け
た
も
‘の
上
、
' 

C

,»〕

舰

人

が

昏

有

權

を

#
-つ
も
の
、と
に
‘大
別
レ
て
置
ぐ
o 

、
•

パ

-
:市
域
贺
定
式
嚴
办
±
他
窣
铮
ノ 

，
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J

r

■

1_ 奮

姿

w
-嘗
民
办
土
地
联
楼
-
ゾ

■ 

，
 

- 

• 

- 

!

ベ

-

3
x
0
- 

先
づ(

1
0

は
す
べ
て
市
有
•で
あ
る
が
、
.か
な
方
早
く
か
、ら
私
有
&

ず
る
^
の
を
坐
じ
た
や
ぅ
で
あ
る
。
パ
，ゥ
リ
敦
授
ゆ
、「

市
域
の 

G
わ
‘部

分

，
で

は

多

く

の

土

‘地
が
¥

0,
世
紀
以
前
1
私
人
の
、所
有
地
と
な
り
、
こ
れ
は
を
の
後
も
.續
い
‘て
ゐ
た」

と
い
は
れ
、
市
风
が 

都
市
か
ら
數
フ
ゥ
ス
購

X
し
た
事
例
を
若
干
荥
さ
'れ
.て
ん
る
c
6

)

q
'
”
/
j
r
.
o

に
^
-v>
て
は
、
所
有
權
は
移
轉
し
て
も
、
裁
判
權 

ば
，依
然
都
市
の
手
中
に
あ
つ
た
こ
と
敢
て
い
ふ
ま
で
も
‘な
い
。
そ
し
て
又(
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、
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。
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落
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さ
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節
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叹
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右
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求
稿
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境
域
内
部
に
お
け
；
市
民
の
土
地
利
用
は
".挪
述
の
如
く
そ
の
日
4
生
活
■の
必
要
に
當v

る
.こ
と

を

以

て

自

•的

と

し

た

:0
こ

の

た

め
 

に
用
益
權
紙
設
楚
さ
れ
、
又
所
荷
權
が
獲
得
さ
ル
た
の
で
あ
る
。
，然
し
市
民
の
土
地
所
得
は
こ
の
範
圍
に
止
：ま
つ
て
ゐ
，，な
い
-°
そ
れ
は 

都
市
0.
境
域
を
越
ぇ
て
他
領
内
の
吐
地
.に
_延
び
て
行
く
。
然
し
と
の
場
合
の
娘
得
目
的
は
、
境
域
內
，の
.，そ
れ
と
同」

で
.は
な
い
。
更
に 

そ
れ
は
，
旬
4
か
み
歡
緣
で
贈
與
を
受
け
て
の
取
得
で
か
い
限
>り〜

抵
當
權
の
設
定
に
ょ
つ
て
獲
得
才
る
と
か
、
X
は
貸
借
關
係
に
.基 

づ
か
ず
«
接
_
人
す
.る
ん
か
し
，て
の
土
地
取
得
な
，の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
た
め
に
は
，(

贫

の

；
翁

剩

臂

金

を

那

廣

し

べ

ゐ

，
な

对

れ

.
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な
い

..
0
從
っ
て
.こ
の
他
領
內
の
'土
地
取
得
は
、
境
域
，內
の
そ
れ
と
同
乜
く
て
と
い
ぷ
ょ
ヶ
は
そ
れ
„ょ
り
も
後
れ
て
、
始
め
て
發
生
す
名 

も
の
で
あ
る
。
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い
ま
リ
.-
I.1ベ
ヲ
ク
市
民
の
他
領
朽
'<
0
,土
地
取
得
と
は
如
何
散
石
も
<0
!
で
^
石
か
を
實
際
に
^
い
.て
考
察
し
て
み
ょ
ぅ
。
,資
料

と

.
し

て 

洗

づ
r
t
.へ
へ

ッ

ク

司

敎

颔

文

戬

集
：！

第

一

卷

鉍

ニ

卷

以

降

は

未

だ

上

梓

ざ

れ

て

ゐ

-&
0

を
使
用
し
、
こ
れ
が
一
三
四
o
年
奮
で
の
文
書 

を
集
錄
し
て
ゐ
る
た
め
、
次
？

ユ
ベ
ッ
ク
.市
文
葛
第
一
卷
及
び
第

11

卷
：C

上
•下
I

，に
っ
い
て
、
同
じ
く一

H

§

f
 

で
の
日
附
の
も
の
を
採
つ
た
。
地
故
|は
手
許
に
あ
る
次
の
も
の
を
用
ゐ
た
。
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そ
の
結
媒
が
吹
2'1

表
で
あ
る
b(

尙
土
地
取
得
に
關
聯
.すへるも；
し

y
、

t e
:

期
金
購
入
が
あ
る
が
' 
と
.
.
X
,
に
は
こ
れ
に
は
觸
れ
ず
1 

ベ
ッ
ク
市
民
に
ょ
る
土
地
取
得
於
け
に
限
定
し
'た
^
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迕
の
第1.

表
は
、
リ
.ユ
バ
‘ッ
ク
市
！̂
が
他
領
,̂
*<
0
所
有
者
か
ら
そ
の
土
地
を
新
だ
に
取
得
し
た
|
の
の
み
ょ
り
成
ふ
0
,と
の
.他
方
に
- 

お
い
て
、
同
帘
服
•の
他
領
内
.に
•お
：£
る
所
有
地
が
そ
の
所
有
暮
^
變
へ
た
亡
と
を
示
し
た
齋
ぎ
が
ぁ
^

0新
所
布
者
は
同
じ
ト
^
ベ
，

'

ク
.市
民
ザ
ぁ
各
谓
合
、
饲
♦
の
敎
會
や
属
領
内
の
，宗
敦
圑
：體
で
扣
み
場
合
'、
»
接
'封
齋
權
力
者
で
ぁ
.る
場
合
;̂
j
樣
々
•で
ぁ
名
。
但
し 

と
れ
.に
っ
い
て
.の
女
書
の
中
把
ば
、
.'
そ
.の
土
她
を
，そ
れ
ま
で
所
有
し
セ
ゐ
.た
リ
ぅ
べ
■ッ
ク
市
民(

以
下
に
ぶ
い
、て
舊
所
有
密
と
呼
ぶ)

が
、 

何
時
そ
しV

誰
人
か
^j

れ
を
得
た
.の
か
に
つ
い
て
示
ず
も
の
が
な
い
。
然
し
そ
：れ
ぬ
、
，最
M
彼
等
が
夫 
<
の
土
地
を
取
得
し
た
時
の 

文
書
が
荏
じ
取
い
と
い
ふ
だ
け
の
亡
と
で
あ
っ
て
、，文
省
.に
ー
不
>3
扑
た
日
附
厂
ょ
り
も
以
前
に
、
舊
所
有
复
が
做
領
の
rr
;
有
背
か
ら
讓
渡 

を
受
け
た
も
の
で
氙
る
こ
と
は
凝
ひ
な
い
。
勿
論
そ
の
舊
挪
韦
者
が
他
領
の
所
有
者
4
,ち
直
接
'
れ̂
を
得
.た
と
ほ
限
ら
ず
、
波
は
W 
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ûvsthN̂
-lhfiĴ
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Gerhard Frpse

•’.： • i . へ - : . . . • .

4

1040 . m . ,

礙 _ 靡 ::_::

五，問の買庚機付' ^ ^
1311 if. Heinrich が同池の 
所农_ を騎丄:• Helmoia.von 
Piesseに讀却t とあるを以 
て、前 記 '^は 行 使 せ ら  
れたるものと报资ざる。 
1337今: V. Pies的兄弟はリ 
其べツクTTJ敎 に 资 対 し ,

B. 342.

B. 439. , 

]B» 1628*
J . .... v...- . .. ；■ ：. ; '• .. ； V. .

Segebodo Crispin(R.)
■* > ,

f  ̂ .

• 、

和 は 一 *プウブキに付四グ 
ルデンを納めnつ赘役を給 
付すべきもの.とすO

…  n 
Iふ 116.

Johann Kaiser (R«)

t ' j
彼はハ彳ゾリヒ俟への貸付 
によつてこの土地を得たる 
も、…尙侯の毋Anastasiaに 
釾し多種の穀物黄納め負撙 
を相せい - ^

. > j

..'.ぐ. . . ' '’d :.ゾぺ j ■ v .

II .145,.
T ■ - ■ (  ̂ へ 、’■vV--へ■ ■. ふ-.ベ
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, Dietrich v, Alen (R .)
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，ぐ- ' : ンつ:'::ぐ:，’パJ-' * , ;

...........- * ...ン.！ '■ '■ ' • ノ.

800 m.

(Uしホルン.タイン伯の認可 
あるまで同地の對娃的櫳利 
は，ザン丨f ベルク,保有すレ 
1306年， ホルジタ•イシ伯は 
200 .マT Rを以て沿の利 
を Alenに鼷娥し'加ふる 
に Sandbergが有せざb し 
上解f 級裁判■を賦與しだ 
让り封關係より坐ずる凡て 
め努務給M'•を免除す。'  
13394  ̂ (1Jは Bnrno 兄弟 

の 所 有 ど な る ふ .

I I ,1Q28:
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雜 . 鋳 :
slav.
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この七ブウフ•土はレデンチ
ン衬め半分挎當るV 貲手ほ 
上級栽判龉收入のS 分ニ及 
びT級裁判_ を得。 '  

每フゥ7 エめ年牧人は、小 
遂 7 シエジブエル，，裸麥7
ン；&ツフエル、' 大 麥 16シ エ  

y フk ル、，雜趣32,、ノエップ 
其ルにしてi 小屋から'の苹 
收人は穹大ラヴ*'ンング及 
び鷄纠羽なりV' . パ 
1328苹マリァ敎俞に寄浒
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220, m.

上級•下級裁判_ を含む。12 
ヶ牢の粵麂禅を附ず。 ：
13214^ホルンタ；ン伯は 
同村を Heinrich Lange,に 
4 ヶ哔貴璲權付にて220.マ 
T クにて費邸。、

1329年 ホ ル z タイン伯は 
同村を.Eberhard Weclisler
ド.®却 '
1334^. Wedisler は同村を 
ストックホルム市民Johan 
Geismer丨こ發却1しv ホ•ルシ 
ダイゾ伯の馘許を得、 ，

» 1 ( 

Br 446 . t

499.

B. 643,

B, 537 u. S. 
743，Anm'
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；1320 M
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1 ' - ■. ,
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相續者も亦凡ての勞役負搗 
を免除さるo へ 
13怒年 Bertfam Vojrrad 
CR«)は Thielemann Witte 
より同衬及，び ‘Doirf ziun 
Bergeめ水琪と共に得ン翌 

想す、ル 'ンタ イ /伯 の 許 を  
谱な5 ,占め，見れば，> .この間 
娇有者異動あ0 しもの4 如
しO f
134啤 : ホルン夕イン伯は 
同村を r w ぺ ダ ク 命思癌 

辕 村 落 と にリ^ ^
:ンク法とロさ々ツク裁刊银
主裏以て所宵t 得る兄旨を 
保證せり： '
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緣 お ？ ? 近ぐの河川ま
1328{^t この中の 7 ブウフ
モを他の'所葙祖:(Nr, 2 9 と

持£ アリス敎酋K寄進： 1333年 Johann Woltvogel
に殘り 9 フウフエを賣切へ

N t ^
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1 ( , 
B. S 3 8 ぐ 鎂

II. 559,
Hermann Wittenburg 
Johaiin v* Dlilmen
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；1

S
/ :

1331 M
: : : . : . • 
Neuburg . '， '

/
■ 、 . '  ■ -r ■ ;....■ .....1 ....■：：

*

11,Hufen 
U , 10

K t̂en

1 •

• ソ ， :*
騎士 ‘ o k  Pren ' |

‘ ，• ■ ' ( *

34 1331’
' ^

H
* ■ - - \  

Bowerkendor pe
• ，务 部

■ ' v..:. ' へ . . . . . . •  ... / ....

ホ ル シ ク イ ン 伯

35 1332 H
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若 干

騎士 Volrad von . 
Borstel

リルべダク市の新所有教 |植，額 B  ： 考 W, 典. » * , _ r;'zrpcss
广.， , ；■ ノ ..ぃ *■:、ハ- . )■：■.....
Arnold W lome.
Tohanri, Kaiser .

i * *1328苹 W lom eほそ6 持 
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に 麵 す n ' .

13* 5Q6> 507
、' '  

B. 540, 541
F7— cr\(i~

Bertram ,u. Marquard 
Vorrad 417. m.

/ > ぃ
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- >
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と、逍言す。 妇• 601*一 —

/ ..■  ■.•：■ • ■ < . ..... ：, ■ * ...’，
Hermann Klendenst 

Berthold Kr^se
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■ 1.>；. i ■■

隸毂は毎年穀物貢納家ミ，ィ 
ネマァか又は洱く Q河川に 
運搬す。 ' ^  , 1328屯 こ の 10アウブエは 
Klendenst所有のチ、ゾメソ

Kル:？のフy ウスエC r̂.
20參照）と细こ、マリナ敎
會ヒ锦進。 _ ， ■

、'
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s Arnold Wloine
i "

: i、
隸牋には多大の穀物寅納辑 
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7328^：，兮)Jァ'敎會に寄
m , - < —一一
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B. 540. V ,
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Warcndorp (R .) ' • ：，ぐ

1 3 3 6 ^ .マ 、）ァ敎會に寄

_______-

B. 533.

a  6〗5,
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Nikolaus v. Alen 200 m.
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钠及び勞役給付を免除すo Ajinti •ゾ

Heinrich Wullenpunt, 
Johann Parkentin 
Kirch her r Hermann 
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* t

\ ^

同年 Gossenbrodg は 
Parkenti卩..の持分を.，—1.2Qマ 
ァクにて真人る。 ‘
. ' ■ r : " * .
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Volmar v. Attendorn
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リ て“:ト

3 0 0マアクを茭拂ふo
隸農は穀物亨納
アル又は诉く沔川ま口逄
搬する_ 務もりof 、r 
同筇ドオムに寄進 o
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3 2 0 マT クにて寶邮o
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N r . 18 'の 買 手 と 同じ 500 m.
一半は2 •̂年V-他制太4 ケ 
年の裒展權けo ム  

隸農は年黄を？A ベ ック市 
に湿搬する義翁ありo
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..............1
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< . *

 ̂ . It

* h

1  く，

, . f  *：

3 9

i (

1 3 3 8 H O f f e n d o r f

.V ■'■.パ. . :パ、.’ -.•へ. 、’た ；‘--:•’..._ ソ• . …

' .■■•'.- ... ' -•.、- '、■...' ’ ，' . . . ...: ■' •パ.'•.'. •■' 1 ..’...：
こ：. ' .、ぺ -ン，. --•"■* . .:+• -；，v  ■' '■■と

;* ■二... V : ' ; り:-.げ ゾ ン ：.ノノ.:■」だ べ ::::̂ ::ぐ.::::へ:ぐ

, 1 3 . 5

v ぐ ：. - / ' . - .

パ 、 4 

i .

騎 士  S i e f f f r i e d  w. 
O t t o  v .  B u q h w ? i l d

\ \ - 平

> ! j  ：

. '  y  1

; 叫 1340 ii M a l k e j i d o r f  !

• •

各 蹲

騎 士  S i e g f r i e d  v ； ’

B u c h w a l d  I：

, * ’ ；■ • -
« • * ..» ....•' ... ....•.•. ...、,.. ■ • ■ .• ■ ■：i. •.- ,....• .........  ....... ** .• ... ■ i • • S- ■ - i.

, ; 註 h 領邦の關におけるMはメクレ;<フ:ルダ、H はホ/レ％タイV 、 L 
. 2 . 出典の關の P> は UrkundenbucK des Bisthums Liibfjck. T i,1；.

' 、 3 . 新所苻者の,隅のCFOは、市窗蕺員たる‘こと明力(なるものに就き. 
、 … . t め中}こも市部簾_ は存すること、考へられるo’: ， 、 .

ん、價額の翻のm : は、）ュ，ベ？ク、マ.ァクの略：> ' : {
- 5 . 假名で書したる京敎_ 體はすべて、リュべック，市所在のもの。 ド

.::ノ-....ン...： シ....’. ぐ、..:'-•：. ゾ ぐ . - . :ぷノ ..タ へ ..ゾ：パ. . . ' ぺ し ：-、..厂 -V

布
域
殷
定
丨
市
段
の
’土
地
取
得
-

;
§
■

養

U ュぺック市の新所和洛 m m 備 考 ( ':. , «；••- ； / ..：,.-へで ' t ： •;.レ，、.■:'•、. .-■'-•>.■： C •. 出 m

Gerlach v.' Castorp；
の遺言執対人 ’ ‘1 {

V:.V.じ..、'':;ネ

356 m..
* , ネ

i * . a • '

) クレンブルク侯はiK役以
外枚封雜•義務及び公的負擔 
を免除す6 、 へ1 
同苹：ぺ M .敎會に络進。

B. 610.
B. S. .775, 

! Ann> -

Eberhard Wesseler
•' •. ■> •: * ....

200i.ni* ,
■ ■、.•：- ■； ..；■•■■ > •+

凡てめ權詢岌び年2Pマァク 
の貨辦地代职妈を含む。：
伯は贸戾を保留すか1ぐ

■ , c «

，， メ .'
' i , ノ’

II. 652.
- , ■ ノ

. , » 1 ' .
. , . い

" j. *

Johann, Scheuenstede
, (R 0

ぃ....i ■«••• ....い--:.--....,•：■*.；-' ぐ.■•/ »

/ f \, . / 1 • '
* • ;、 > > * 

f ' .  - >■ ；

' \

— ...こ：バ j。：、'...マ:
t '、; . • -

V .... ./•■• v..'..... •…へ.、，

r . . •' '■,« *：-.,• , •...+•；.?. •

rr:’. ■• . ' '•

' 1 ' i 、

 ̂' ,

印:17マァネ貨幣地代收撙を 
今む。5 ヶ年の贸厨_ 时。
13395|̂  ’..Schepensted6は金
村を買人る。 年の貨戻 
權げ。 パ • ハ , 

1341部 . Bockwolde は 
Jolmnn, Konstantin (R.)及 
びこの間に托せるSch(ep- 
enstedeの霖婦丨こ對し700 
マァダに丨て賢却せるよりす 
れば、前記貢尾撺は行使さ 
れたる.ものV 如し0 とが年 
の賣却には何等沭留條項な 
L r > ポルシタメシ伯は、こ 
g 村の凡ての员擔•蹲納*封 
建義務を免除す !̂

S. 632,
ド，， '4

S, 803,..
’ Anm

■ i '
B, 646 _

、 . * 
Hermann Craî  ̂ i
: : ； ‘ ^

冗W : r - ；：.

125 m . -

» > '

6 ヶ卬の負戾權付。 _
‘ .'•■■', V 、> .IT . ...‘. . • ■■■■•./ .... ... • ',.....
'• • * '■'.■■；■- ' , ... ... ••：■■" ' ...ぐ . - i•ン.ハ•：...

ノ k V

II. 007 '

I — —「厂■…■ ■■一 ，一 — — —一-■ - ■ 一 _ ( ゝ 、 / - - 、 ：，•:.-

はラ•泠エンブルクの略ニ ' . * …
を、I. I I .は Urkundenbuch. der Stadt： Lubeck の第一翁、第二返を示す。

附したo これを附せ豸苓者は文書に故にュべック市呙j とあるも、 勿論こ■



第へ :<s;
苹 m n ' n  .r 名 .,、、: プクフユ

數
リュベック市の鸽所有啬

41 1238 m '
.>

K16in-Schwass 1
’ • \ 、' <' •全 部 . Liider Fî fesp

.‘ 、 ’ リ ン ， - '

.42 !1250 L
Pogee? , 
Disnack !

峑 部

全  '部 :'
Eberhard Brake
s . ■ t .

43 1^65 M Vilebeke bei Gr6vesiii,
. ， , , ノ ，

‘.、」 ，,
Heinrich v. Iserlobn. 
) ( N r .  4 _ 照）マ

44 .1267 H
Gortz , 、 ‘ 
Dorf Qerstenkamp

’ 4 ,,； 

，全 . 部 :
Hildemar, ( R . )

I I
> 1270 ; H；

f , r '...

Fargemiel
， V

• 5’
1 ' / ■ 
NrM 4ぐの舊所有;^と 

同じ。 ^

46 i m II
 ̂ * I ン r

Fargemiel
• ' * • j 1 r / >

Mr，4,4 舊所有者と

^ 同 じ ' : …

47 1277 H Ovendorf ‘• ■
ベ...̂ 、义 -v’：ぐ..:.； い、':..-' 全 ;,部 <

Gerhard v； Adolf { 

Bertram. Stalbuk;

48 分紐系 3 賴
ノ .丨、 ノ • ’
Sukow. へ .• 2 ‘、

抑 ..4 4 の麴所有敦と 
■同 じ ’ ：

49 1302 Dorf Gr. ]\Iist
* t ■

へ ：S

全 、部 ’
. < .卜.' .......

Gottfried iv. Cremon
R . ) の 相 續 八 ’ ‘， i(

50

r ... •; i

.... '.fv"1-

= 1309 H

l ； r，; '-''v ■パ......へ.'.:;..ノ.： ハ:.：
.，.り？ ..... • ' . ソノ. « J :'

Stockelsdorf ' * . v

へ , . : 、 、

林池の 
，部分

■ . i ' s* ...レ ::: 
v:- へ:：..:r /

• 1 / ；' " 、-
，ハ -] 1 - 'ト.へHermann ：IVIornewech
r • • f (RO

t f . : V . . ... • ： • ■

1317 n TraVemurnie 恶干の 
土 她

Meiiekmus'' 
Johann: S’wino^e 
Ernekin Vertor

52

> い • •;

1317 ii

t .

Dorf Seeretz 1
、..•： >■;シ. • .....ぐ..：. ' - .'■■■■

J '

Me inrich v，d» Steine
; の相續人 . 、、

53 1331 M Dorf Warhrstprf 半 分
Volmar v: Attendorn

CRO

54 1331 M Dorf Mallentin 
Gostorf

全 . 部， 
4

Bruno y. Warendorp 
、 CR.)

55 1332 H Korsmark auf Laaland
• 1 1•. * Eberhard v, Alen (R ;)

驻 l v 新所有者觸のジぼV手べック帘民の略o

ノ 新 所 . 有 者 似 ’ 額 ，

： |1 
88 m*

'備 バ  考 . , 出 ' ノ 捣 ：

Sonnenkamp 修 道 畴

F rese ほ 右 夺 額 の _ 賠 楂  

50た め に こ の 土 地 に 對 す る

賴 利 を 喪 ふ • … — 】, 1 , * "

 ̂  ̂ \ へ  

R ein fe ld 修 道 院 ’ Z70 m. • • くへ....'，. . . - ベィ . ....ベ . • +  ；.| . ...パ■■

L 164

ド 分 各 寄 輝  

寧 . 進 ：、

_
( \ *

170 .  i-

* 1 , • 1
■ .. . it. . .. r.' " 、•： • ... . . i . ' "■■■ ■

ド オ ム

} ■
.....,- ：.. .‘«.>■ ■ .. .... . •ンレ...； 

 ̂ ■ * *

, . ， > ン * 

B - 194 . ノ

. ド オ ム

4 . " . . ，卜

. 哿 德 ぃ m m 詞 敎 及 か ド す ム 翏  

事 会 は 彼 及 び 妻 の マ リ ァ 敎  

會 煺 雜 を 許 可 す 。 . ,

B. 212
* 4 ( ；

B. 220 :

' み  、 ■寄 f 進 •,

く パ ， .

, • '•{ •
' , ‘ ， ， ”

， ■ * •

B. 233.

Toban'nes Frese 
の 息 （ L ) ( り .

. /

F r 6 se の 息 は マ リ ァ 敎 會 に

離 す p ， ；
B. 256.

Sonneftkamp 修 道 院 《
, 寄 進 ，

似 し Iserlohn ' の 字 ■ は こ の  

2 . フ デ ノ ブ み :を 赞 禪 す 6

ぐ —' . ,

II.' 55

R ^ tzeburg , 敎 會

375 m* lub. 
et hamo.

く--_ t. ! • ' ，ぐ,-..： ....•.い ：...：ハ：j - ....ベ：..'̂' '-1■

ぐ . . バ _、 ■'‘
.... +••. : .、へ .....

I t . 149 /

M arouardo de > 
Z \var(to\ve?) 

Dancw f rdo de 
J^ndaerine 

Ludolfo ）

wichs ノ ぐ；....... .'、.

/ *

; ♦. ：" ■ '.+ •」 :»
■ ' ； 4 ... ... •,

こ. - i ' . ：> I' .... ..-•••■ ..... ' . . 't ；  ̂ソ 
 ̂ '■ ：•.'：••. . t ' ■ ,

.1 ' * «'

'>
• » 、 ，

II. 246 .

1 ,

III, G eist-H aus
■ f ' 一 .' i ...

II. 3 5 3 .

•■一 . ..•■'パ ...... . i '■：.

：i ■

ョ ハ ニ ス 修 道 院

■s ■：. _

450 m.

1318年 ホ ル シ タ イ ン 伯 は  

こ の 衬 を リ ュ ベ  'ッ ク 司 敎 に  

賢 却 せ る よ 推 せ ば 、 Mei- 
nricli v. d- Steine は 同 村 の  

一 持 分 を 有 せ る ム の ゝ 如 L

B. A6\

/

卿

騎 . 士  Gottschalk Storm 
• i

II. 528

そ の 子 Joha冲 （ し ） 、 遺 ’ m IT. 530

ホ ル シ タ イ ン 伯 . - 、. ン .

II, 536
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•
三

六

し

S

2

P
 

.

以
上
ー
£
1表

を

通

じ

、
て

み

‘る
と

、

沪

ユ

ベ

 

>
'ク
-
市

風

の

土

地

取
®;

は
.

一

1
U
1
.
L
--
T
年
'メ
タ
レ
シ
ブ
-ル
タ
に
お
け
る
も
の
を
以
ノ 

、て
最
初
と
す
る
;.
0
然

し

ヒ

仉

は

ノ

ど

‘の
年
以
前
た
こ
^
輝
ひ
行
爲
が
，な
.か
つ
た
と
い
ふ
斷
定
を
許
ホ
も
の
で
は
決
し
て
な
い
o .資
料
集 

に
載
ら
故
い
、
，或
は
;̂

據
が
湮
滅
し
て
了
'0
,た
土
澉
所
得
が
あ
タ
た
如
も
知
れ
な
い
の
で
あ
名
。
又
假
り
に
と
の
'年
を
以
て
開
始
さ
れ 

た
と
し
て
も
、
そ
ね
於H

 
ニ
四
〇
^
,に
至
る
亩
4
-年
の
間
に
，—

右
の
マ
一
表
の
總
針
-五
十
芄
件
，が
い
同
市
民
.の
他
阚
内
の
土
渝
取
得
の
全 

部
で
あ
0.
だ
と
1
こ
れ
‘亦
做
し
興
た
い
_。
資
料
の
、傅
承
し
、な
W
場
合
も
あ
•ら
う
し
、
又F

文
書
喪」

に
載
つ
て
.ゐ
な
.が
ら
見
落
じ
た
場
合 

も
絕
無
と
は
い
へ
な
い
。
然
し
た
が
ら
さ
う
v>
つ
た
-疲
惧
は
限
り
な
い
と
.と
で
あ
る
か
ら
、
、い
，ま
右
の
五
十
五
の
，事
例
を
.所
與
の
も
の 

と
し
て
、
若
干
の
^
察
を
.こ

れ

に

加

'
へ

で

み

よ

う

.0
’
'
,■
■ 

'

.

‘

■ 

' 

、

先
づ
•右

揚

1

表
を
、
大
體
ニ
十
年
宛
忆
五
期
に
區
切
つ
て
こ
れ
を
領
邦
別
に
.し
て
み
を
と
、
次
の
や
う
な
數
字〔

I〕

に
な
芯
し
、 

又
第
ニ
表
の
分
は
、
.ろ
ュ
ベ
ッ
ク
市
民
の
‘手
か
ら
離
れ
，た
そ
の
年
に
他
領
所
有
#
か
、ら
_
派
さ
れ
た
も
の
と
假
.定
し
て
、
こ
れ
‘を
®
.
! 

、表
と1

括
し
て
、
同
じ
や
う
に
區
劃
し
て
み
'る
と
！：n〕

尤
な
る
C
I
S 

,

第

k

表

第1

期 

一
二
三
一.l

r

s

d
部 

第

二

邶|
ニ
五
^
.
,ー
ニ
七
七
帑
‘ 

0

0

. 
一
 
ニ
八
ー
|
1
4ー
〇
0
年
：
 

故
四
期

.
s
o
l
l
r
n 

ニ 

a年 

‘第
进

沏

1
三
ニ
ー
丨
1
彐
四
0
华

.r*
r 

• 

. 

,

:'.
-
-■■
•■.
 

r
T
. ..
.• -■-
.■へ；.
‘ )

: 

:
:

;

&

n

,

. 

■
■

メ
.ク
レ
，ン
.
.7
ル
■
•>

ホ

ル

^

タ

ラ
，ウ

K

ソ
ブ
ル
ク
ー

• 

ニ

〔
I〕

_

裏

九 八 五 ニ ニ  
<T , »

.： ,.......«

―̂ *
四 O 五 会 H

九 〇 芄

七 o i 'J八
.か.-̂*..

T
W

.〇 
,
〇 

.

ニ
- 

〇= o

、 o
四 〇 一 二 〇 一i

即
ち
と
の
多
か
ら
釵
金
事
例
の
中
に
知
-̂
て
も
V
筋
一
期 
>換
言
す
れ
ば
リ
ル
ベ
ダ
ク
市&

境
域
設
定
完
T
ば
茧
る
ま
で
商
に
は

> 

同
市
民
の
他
領
內
の
土
地
所
得
は
特
に
極
め
.て
寥
々
た
る
も
の
で
あ
タ
た
。
然
し
.第
四
期
以
降
即
ち
第
十
四
世
紀
.に
入
づ
で
か
ら
'

•

そ 

れ
は
多
く
な
っ
て
行
っ
て
ゐ
る
。
こ
の
所
以
は
、同
市
が
先
'づ
以
て
商
業
孤
取
衣
.を
，べ
く
じ
<
建
課
‘せ
ら
れ
た
事
情
に
こ
れ
を
來
め
得
、 

觅
に
同
朮
め
市
民
が
第
十
三
世
紐
末
か
ら
第
十
调
世
紀
初
頭
に
か
‘け
て
そ
の
齋
カ
に
餘
裕
を
^
じ
た
こ
と
に
^
れ
を
歸
し
得
る
こ
と
旣
：
 

に
言
及
し
た
•と
こ
ろ
で
あ
る
。
資
料
の
£'
か
ら
判
明
せ
る
限
り
第
.マ
\
ニ
の
兩
表
に
は
、
.土
、地
取
得
者
た
る
市
民
が
市
會
議
員
で
あ
る 

'場
合
；

j

れ
を
附
記
し
た
が
、
彼
等
が
單
に
市
政
運
.營
上
の
優
越
者
で
•あ
つ
’た
ば
か
り
で
な
く
、
同
時
■に
經
濟
的
に
も
豐
か
な
.こ
_と
を
饭

.

.

.■
:
■

■

ノ

パ

.
：
“
y 

厂

-

，へ..
.
.
：
.
.
：
：
.
.
.
:
.
-
. 

- 

- 

- 

.
■

--、
-

と
し
た
こ
と
は
敢
て
述
ベ
る
ま
で
も
な
い
と
こ
ろ
で
あ
ら
ぅ 

'次
に
彼
等
の
取
揭
の
對
象
と
な
つ
た
土
地
は
，
そ
め
殆
ん
ど
大
部
分
’が
メ
ク
レ
と
ホ
ル
シ
タ
ィ
ン
と
に
分
葙
し
て
ゐ
る
。 

し
か
も
こ
の
爾
紫
に
-か
け
る
，舭
得
の
囘
數
は
1'〕

は
ぐ
勿
論

(7
>;

こ
と
、〔

？〕

を
以
べ
じ
^

^
々
同
檬
で
あ
つ
た
.01

三
四
〇
年
ま
で
に
，
 

お
け
る
リ
' 
ベ
ッ
ク
市
民
の
土
地
取
得
が
、
こ

の
兩
領
内
に
、
し
，か
も
殆
ん
ど
均
等
、に
行
、な
ば
れ
た
理
由
.に
つ
い
て
は
、.
そ
れ
等
が
同 

市
に
最
も
隣
接
せ
る
領
邦
で
，あ
り
、
從
つ
て
ご
X
に
向
は
ざ
る
を
得
な
か
つ
た
と
い
ふ
自
明
の
も
の
を
別
忙
し
て
-
こ
の
兩
領
邦
と
リ 

^
ベック市土の

‘政
治
的
關
係
、
，觅
に
，そ

の
取
得
さ
れ
た
土
地
卽
ち
農
村
と
都
1#
と
の
經
濟
的
結
び
怵
き
等
の
瀋
愦
を
以
て
答
へ
ね
ば 

‘な
ら
.な
い
.。
こ
れ
等
に
つ
い
て
，は
既
に
言
及
し
、た
と
こ
ろ
で
あ
名
か
ら
' 
こ
く
に
は
洱
賢
す
る
を
控
人
る
。
然
し
な
が
ら
こ
の
他
方
に 

お
い
て
：、
’リ
へ
べ
y
v市
民

の

；
土

地
.取
得
は
、
，必
ず
し
i
ど
の
爾
領
邦
に
.均
分
^
れ
た
と
ゆ
み
.い
ふ
で
と
が
出
来
な
い
。
い
ま
佑
の
五 

十
71
'
*件
に
’含
ま
れ
炎
村
落
總
數
釔
算
允
る
と
六
十
四
.ヶ
村
に
及
ぶ
が
、
そP,

中
で
，
村
^

^
農
地
全
部
が
或
，る
，市
民
：に
ょ
っ
：て
一、
時
に
. 

观
#
さ
れ
た
も
の
を
集
計
す
る
と
ノ
そ
の
M

-H
十
一
ヶ
村
で
'あ
る
。
こ
の
六
七
四
>
村
及
び
三
十
1
‘次
、村
の
各
'々
の
分
.布
を
見
る
な
ら 

ば
、
.前

記

の

第

三

表

.と

は

澈

っ

だ

給

Iが
現

は

れ

て

來
I
か

ら

，

あ

る
o
.
•
次
，の
第
四
表
が
こ
れ
で
あ
る

。

、

.

.市
域
設
.
f
市

k
,

の
.
’土

齓

取

得

• 

‘ 

.

，

.

、
三

七

*

Q

o

£
 

'
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た取のの 
が祺金中

譯

B
の
：八
.に 

お
け
る
比

率

.、
，:

お

け

る

村一
 

落
總
數

-
 

C

イ〕

落さ部でィ 
敷れがそ，i  
2 た取のの 
3 紂彳尊全中

M

期

f

o
ロ . 
り

•の

時

期

別
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第 1
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*第 
四 
期

第
五
期
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領

n

名

m

T表
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I
C
A
V
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が 

一1

表
を
通I.

で
.そ
の
全
；
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證
數
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落
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九
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即

ち

こ

れ

に

よ

れ

ば1ニ

つ

の

領

邦

の

中'で
'い

ホ

ル

シ

タ

小

ン

贤

內

に
^
け

る

も

の

が^

^
四

ヶ

村

中

の

三

十

三.ヶ

村

、
-又

三

十

一

.
ヶ
 

村

中

の

十

七

ゲ’村

と

い

ふ

や

：
ぅ

に

、

孰

れ

の

場

<
>«
•
に

も

過

半

數

を

占

め

て

ゐ

る

の

で

、
あ

、
つ

た

、

ヒ

、

に

お

い

て

>>
取

得

向

數

のi

か

ら
 

は

(

第

三
•き

、

人

グ

レV

フ

ル

ク

と

ホ

ル

シ

タ

ィ

ン

.と

を

.以

て

殆

ん

ど

全

部

が

占

め

ら

れ

、

.
I
V-1
.
て

こ

の

兩

者

冷

ん

ど

相

柏

仲

す

る

の
 

で

あ
.
.る

が

'、

そ

の

内

容

の

上

か

ら

は

，
、，
第

四

表

；

}、

ホ

ル

シ

ク

ィ'ン
•
•を

以

ズ

簌

も

多'
.し

ど

す

る

ど
V>
1
こ

と

が
W
來

る

.以

で

あ

る

。

勿

論

：
 

村

落

は

火

小

機

々

で

あ

つ

，
て

、

成

る

村

.
の

全

フ

ゥ

フ

H

數

よ

り

も

他

の

村

‘
り

フ

ゥ

フ

H

顧

數

の

半

分

の

方

が

多

い

と

’い

ふ

こ

と

も

屢

々
 

あ

る

。

然

じ

こ

の

種

の

比

較

潜

量

に

ま

で

は

立

ち

，
入

ら

、
な

い

で

置

ぐ

な

ら

ば

"
リ

=!
.

ベ

ッ

久

市

民

は
一，
三

四

0 ,
年

に

至

る

，間

に

お

い

て
 

ホ

ん

、ド

タ.ィ

，
ン

領

内

，
の
*
地

を

取

得

す

る

こ

ど

最

も

务

か
-<
>
た

の

，
で

あ

つ

た

。

こ

の

ホ

ル

シ

夕

/ィ

ン

と

リ

•
ュ

ベ

ッ

ク

と

の

酿

係

は

、

一
 

部

分

で

は

あ

つ

た

が

既

に

觸

れ

た

と

こ

ろ

、
で

あ

る

(
X

 

,

,

■

■

〔 

' 

.
、

：

.

第
l
i
E
,
リ
，t
へ
ッ
ク
市
於
诚
離
人
の
所
^*
地
-̂
取
得
し
_た
め
で
.ぎ
、
つ
，
た

か

。
；
；
こ

れ

に

は

第

一
I

表

は

利

用

し

得

な

い

。

第

一

表

の

.
總
 

，
數M

十
件
^,
舊
所
有
者
を
忤
譯
す
る
と
次
.の

如

く

に

な

る

ド

_
■;- 

C
.

0

領

' 

邦
.
.

.'

名
'

メ
ク
レ
ゾ
ブ
ル
ク 

ホ

ル

,,
•
ゾ
ギ
ィ
シ 

ヲ
-ウ
モ

.ゾ
ブ
ル
.ク
.

.，五 

' 表

：
，

-

.
语
敎
國
辕

^

:
.、
■

五

.

.
バ

• 0
.

> ■

0

諸，

七 ニ 侯

騎

不

〇 Q '一 明

,

:

針

，

':
し

‘ 

五

、

— 

.
1
〇
パ
、

ニ

四

.，

二

 

：

.
四

 

o 

即
ち
^
所
^
者
の
，大
部
分
は
封
建
權
力
莫
領
主
及
び
賞
族)

で
あ
っ
た
®
彼
等
が
そ
の
+-
;地
'̂

手
離
さ
ね
ば
な
ら
ぶ
か
っ
た
の
は
、
 

こ
の
北
獨
逸
に
お
け
I
貨
幣
經
濟
の
展
開
の
結
艰
と
做
し
て
大
過
な
い
で
あ
ら
ぅ
。
然
し
彼
等
ば
饭
に
そ
の
所
有
地
、を
抵
當
に
\
れ
乂
" 

は
寶
印
し
て
、.以
て
貨
幣
に
.對
す
る
渴
望
を
滿
し
て
ゐ
た
だ
け
で
は
な
か
っ
た
。
、七
外
實
例
は
僅
.少
で
は
あ
る
が
ハ
こ
れ
等
封
®
一
權
カ 

者
が
1
度
市
民
の
序
，に
彼
っ
た
土
地
を
杯
び
獲
#'
す
名
こ
，と
冬
あ
っ
た
の
で
あ
1
。
第
一
表
.の

g

'

l

r

16, 3
9

や
第
二
表
の
？

• 

S3, 、55

み
，如
弯
は
‘こ
れ
で
あ
る
'
こ
れ
.と
關
聯
し
て
' 
リ
ュ
べ
ッ
ク
市
民
が
’そ
の
取
得
し
た
土
地
を
一
般
.ic
如
侗
に
處
分
し
た
か
r
問 

翅
と
な
ら
う
。
t
れ
に
つ
い
，て
•第〗

.
'第
二
の
兩
表
を
探
ね
て
次
の
第
六
表
が
得
ら
れ
る
。 

...

市
蛾
.設
宛
式
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民
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土
地
取
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>

即
ち
總
數
瓦
十
五
件
の
中
で
、
ぞ
0.
約
五
、三
％
に
當
受
一
十
九
种
の
土
地
は
、
市
泯
に
ょ
つ
<
取
得
さ
る
、
や
直
ち
に
又
ぱ
若
干
の 

%
日
を
經
た
後
に
1敎
會
<修
道
院
&
護
院
等
の
宗
敎
團
體
に
寄
氣
さ
れ
_た
か

，
或

は

賣

却

さ

れ

、
て

ゐ

る

。

と

の

'匕
と
-は
第
、

一

表
のNr, 7 

に
明
示
，さ
れ
て
ゐ
る
や
ぅ
に
、
彼
等
市
民
，の
土
地
取
得
の
動
機
が
宗
敎
的
&
も
の
.で
ぁ
つ
た
ヒ
と
を
物
語
る
の
で
あ
り
、
概
し
て
い
へ 

ば
と
の
種
&
:1
:
地
取
得
は
初
期
に
お
け
る
も
0
:に
多
か
つ
た
。
嘗
て
力
ァ
ロ
敎
授
がT

第
十
三
世
紀
に
リ
モ
べ
ス
ク
市
民
は
そ
の

境域 

*外
に
土
地
を
所
有
す
る
と
と
愈
か
つ
た」

，と
^
、へ.ら
れ
た
60
-はc
 

y

彼
等
が
土
地
を
取
得
し
て
も
、
間
も
な
く
そ
れ
を
宗
敎
團
體
に 

讓
渡
又
は
寄
猶
し
て
T
つ
，て
、
’結
局
永
續
的
に
保
•有
し
な
か
つ
た
と
、の

意̂
‘に
外
な
ら
な
い
9
然
し
彼
等
の
土
地
取
得
が
す
、ベ
て
宗
敎 

的
目
的
に
掛
づ
る
の
'̂
'
は
な
ぃ
。
第
六
表
末
段
-に
お
け
る
十
六
件(

谶
數
五
十
五
件
の
ニ
九
^
に
當
る)

は

"

取

得

さ

れ

た

後

如

何

や

う
 

に
處
分
さ
れ
た
か
，の
記
載
を
缺
く
も
の
で
f

が
、
こ
れ
等
は
恐
、
く
そ
の
I

f
 く
所
有
さ
れ
續
け
た
も
の
と
推
定
し
て
過
ち
な

い
H

永
續
抑
に
慠
持
し
た
‘と
い
ふ
ご
と
は
、
談
土
龙
取
'得
が
經
濟
酧
目
盼
を
以
て
行̂は
れ
^
と
の
翳
ひ
で
扣
って•

こ，
.

辙
の
資
棘
は
比
較
的
後
期
、~即
ち
第
十
四
、世
紀
に
人
っ
て'か
ら

■'の，も
れy,

多
い
9
そ
し
.•
て
右
の
宗
敎
的
動
機
に>ょ
る
も
の
、と
做
し
た
土 

难
取
得
に
も
、
結
來
か
ら
推
し
て
ぞ
の
中
に
人
れ
た
も
，の
が
含
ま
れ
て̂る
が
ら
‘ノ
£)

に
前
記
宗
敎
的
回
的
に
ょ
ふ
も
のk比
率
は 

玉
三

ょ̂
り
減
少
し
、こ
の
他
方
經
濟
的
因
取
に
出
づ
るA
の
、
比
傘
は一

ー
丸
涔
ょ
り
增
虮
す
，‘る.匕
と
に
な
る
、と
い
ひ
得
名
。

最
後
■に
、
i
ベ
，
ッ

ク

市

民
は
矶

⑶

内

に

土
地
を
取
得
し
て
如
何
な
る
も
の
を
獲
得
し
た
か
り
第

一

表
の
備
考
ii
に
揭
げ
た
や
ぅ
に
.
. 

土
地
を
取
に
由
有
す
る
だ
.け
で
.な
く
、該
地
の
裁
4
:權
を
.も
得
る
こ
と
が
あ
0
た
。
こ
、
に
グ
ル
V

Fへ
ル
シ
ャ
フ
ト
が
形
成
さ
れ
る
。 

然

，
し

と

れ

を

以

て

，、

彼

等

巿

民

が

土

地

領

主

に

轉

身

す

^
こ
と
を
望
ん
で
土
地
取
得
に
路
進
し
た
と
簡
單
に
結
說
を
卞
す
こ
と
は
出
來• 

な
い
。
土
地
所
布
の
關
係
が
身
分
の
如
何
を
觉
め
る
恶
準
ふ
為
づ
た
中
世
の
こ
と
で
’あ
る
か
ら
、
彼
等
は
こ
れ
に
留
意
し
て
土
地
を
取 

得
し
た
の
は
勿
論
で
.あ
る
。
然
し
そ
れ
は
小
グ
-ル
ヴ
.
'
Kへル
’と
し
て
の
坐
活
に
甘
ん
ず
る
と
い
ふ
意
味
兄
お
い
て
の
も
の
で
ば
な
か
つ 

.た
。
市
民
と
し
て
自
家
の
度
料
難
得
が
、
.旣
述
-の
境
捸

内

部
.の
土
1
に
ょ
っ
て
充
さ
れ
て
ゐ
た
と
す
る
な
ら
ば
、
境
城
外
で
の
土
地
取
、
 

得
は
、
ハ
シ
ザ
大
商
人
と
し
て
の
活
躍
を
助
長
す
る
意
味
で
の
土
地
诹
得
、，即
ち
そ
れ
は
土
地
に
對
す
る
投
資
で
あ
つ
た
。
观
：っ
て
，彼 

等
が
他
領
^
の
土
地
か
ら
の
收
.入
と
し
マ
求
め
る
も
の
ば
.，，
裁
刹
收
人
で
'は
.な
く
農
议
の
'貢
納
ノ
特
に
穀
物
で
.
•あ
つ
た
。
當
時
彼
等
が 

開
拓
し
つ
，-
<あ
つ
た
|
|威
市
埸
の
，'谓
勒
.の
'た
め
に
、，
敗
に
從
來
か
ら
め
主
要
取
引
先
'フ
ラv

ド
ル
に
お
け
る
そ
の
、地
歩
を 
一
®

R1
め
る
、
 

に
は
、
■穀
物
は
絕
好
な
武
雒
で
あ
-?
た
。
.こ
の

事

情

，
に
、
つ

い

て

：

は
、他
の
機
會
に
述
イ
た
こ
'と
が
あ
る
か
ら
こ
、
に
は
繰
セ
返
へ
さ
な
い
，
 

が
"
獨
逸
ハ-

ン
ザ
の
盟
主
U 

4ベ
■ッ
ク
の
巿
民
^
商
人
-̂

そ
の
醫
領
部
內
に
と
の
’穀
禽
を
求
：め
て
土
地
取
得
を
^
つ
た
の
ヤ
あ
1

. 

ペ
そ
れ
を
.確
保
す
る
と
'と
は
彼
筹
が
叙
利
を
果
ね
得K?

こ
と
セ
あ
る
と
：同
時
に
、
叱
歐
‘
西
歐
に
お
け
、る
'獨
逸
，ハ
丫
ザ
全
體
の
商
權
を
鹫 

®
な
ら
し
、：

9

る
方
途
だ
っ
：た
の
•セ
あ
名
"0
, 

yy
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四ニ 

(

ヨ，1
1ー

〕

\

前
記
敷一

ベ
表
のNr, 15;‘ls, 28,,

涔

3
3
.等
に

、
は

穀

物

(

凇

麥
*大

攀

裸

麥.燕

麥〕

收

納

が

例

示

さ

れ

，
て

ゐ

‘る
，
ヒ
、の
外
に
農
民
は 

や
聲
の
如
き
先
齡
物
を
納
办
，K

勞
役
を
給
付
し
た
* 

.
こ
.れ
等
は
メ
ク
レ

•ン
,
ル
タ
に
お
け
る
等
例
で
■あ
：る
。I .

般
に
こ
の
地
方 

，に
お
：̂

農
民
のK

納
拟
、
第
十
四
册
紀
に
呔
焓
ん
ど
金
べ
敷
物
ょ
り
成
っ
て
ゐ
て
、
第
ヤ
五
世
紀
の
、間
に
そ
れ
せ
貨
齡
形
態
に
轉
化 

，
し

た

と

い

，
は

れ

て

む

る

が

0
0
、
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